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1-3 

 

 

第１  県土の自然的条件 

１  位置及び面積 

本県は、東北地方の最南端にあり、東は太平洋に面し、南は茨

城、栃木の両県、西は大部分を新潟県と境し、西南の一部が

群馬県に接しており、北は宮城、山形の両県に隣接してい

る。本県の総面積は、13,784.39m２で、北海道、岩手県に次い

で全国の第３位の面積を有し、東西約 166km、南北約 133km

で、広大な県土を有している。各県境等における経度、緯度

等は、次のようになっている。 

 ２～３（略） 

 ４ 気象 

 （略） 

 （1）（略） 

 （2）夏（６～８月） 

本州に前線が停滞し、６月中旬から７月下旬にかけ梅雨と

なる。中通りと浜通りでは降水量が最も多い時期である。

（削除） 

  （略） 

 （3）（略） 

 （4）冬（１２月～２月） 

   （一部略） 

   冬型の気圧配置が強まると北西の風が強くなり、会津や

中通りの山沿いに大雪をもたらす。会津の年間降水量の半

分がこの時期に降り、（削除）特に会津南西部は日本有数の

豪雪地帯となっている。 

第１  県土の自然的条件 

１  位置及び面積 

本県は、東北地方の最南端にあり、東は太平洋に面し、南は茨

城、栃木の両県、西は大部分を新潟県と境し、西南の一部が

群馬県に接しており、北は宮城、山形の両県に隣接してい

る。本県の総面積は、13,784.14m２で、北海道、岩手県に次

いで全国の第３位の面積を有し、東西約 166km、南北約 133km

で、広大な県土を有している。各県境等における経度、緯度

等は、次のようになっている 

 ２～３（略） 

 ４ 気象 

 （略） 

 （1）（略） 

 （2）夏（６～８月） 

本州に前線が停滞し、６月中旬から７月下旬にかけ梅雨

となる。 

 

  （略） 

 （3）（略） 

 （4）冬（１２月～２月） 

   （一部略） 

   冬型の気圧配置が強まると北西の風が強くなり、会津や

中通りの山沿いに大雪をもたらす。特に会津南西部は日本有数

の豪雪地帯となっている。 

第 138 回 福島県統計年鑑（第一章

第三節）による県面積の修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

1-3 

 

 

第２ 本県の社会的条件 

１～２（略） 

３  土地利用  

令和３年における本県の土地利用は、森林が 9,725km２と県土

面積の 70.6％を占め、次いで農地 1,373km２（10.0％）、道路

535km２（3.9％）、宅地 506km２（3.7％）となっており、農地

の自然的土地利用が減少し、宅地や道路等の都市的土地利用が

増加する傾向にある。 

 

第２ 本県の社会的条件 

１～２（略） 

３  土地利用  

令和５年における本県の土地利用は、森林が 9,721km２と県土

面積の 70.5％を占め、次いで農地 1,344km２（9.8％）、道路

534km２（3.9％）、宅地 508km２（3.7％）となっており、農地

の自然的土地利用が減少し、宅地や道路等の都市的土地利用が

増加する傾向にある。 

令和５年度県土地利用現況把握調査

結果による修正 
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第３ 本県における社会的災害要因の変化 

市町村毎の高齢者比率 

市町村コ

ード 
市町村名 

高齢者

比率 

(%) 

市町村

コード 
市町村名 

高齢者

比率 

(%) 

市町村

コード 

市町村

名 

高齢者

比率 

(%) 

07201 

07202 

 

07203 

07204 

07205 

07207 

07208 

07209 

07210 

07211 

07212 

07213 

07214 

07301 

07303 

07308 

07322 

07342 

07344 

07362 

福島市 

会津若松

市 

郡山市 

いわき市 

白河市 

須賀川市 

喜多方市 

相馬市 

二本松市 

田村市 

南相馬市 

伊達市 

本宮市 

桑折町 

国見町 

川俣町 

大玉村 

鏡石町 

天栄村 

下郷町 

32.1 

33.4 

 

28.9 

33.3 

32.4 

31.0 

38.7 

33.5 

37.1 

39.5 

39.0 

37.9 

29.8 

38.4 

44.3 

45.6 

28.8 

29.1 

40.8 

49.2 

07364 

07367 

07368 

07402 

07405 

07407 

07408 

07421 

 

07422 

07423 

07444 

07445 

07446 

07447 

 

07461 

07464 

07465 

07466 

07481 

07482 

檜枝岐村 

只見町 

南会津町 

北塩原村 

西会津町 

磐梯町 

猪苗代町 

会津坂下

町 

湯川村 

柳津町 

三島町 

金山町 

昭和村 

会津美里

町 

西郷村 

泉崎村 

中島村 

矢吹町 

棚倉町 

矢祭町 

41.2 

49.2 

45.0 

41.9 

50.8 

40.0 

42.6 

39.4 

 

36.2 

48.0 

55.9 

60.8 

56.2 

43.4 

 

26.9 

35.1 

33.7 

33.1 

34.6 

43.2 

07484 

07485 

07501 

07502 

07503 

07504 

07505 

07521 

07522 

07541 

07542 

07543 

07544 

07545 

07546 

07547 

07548 

07561 

07564 

塙町 

鮫川村 

石川町 

玉川村 

平田村 

浅川町 

古殿町 

三春町 

小野町 

広野町 

楢葉町 

富岡町 

川内村 

大熊町 

双葉町 

浪江町 

葛尾村 

新地町 

飯舘村 

42.0 

43.6 

39.9 

34.9 

40.1 

37.5 

44.0 

37.9 

40.2 

35.1 

37.9 

- 

56.1 

- 

- 

- 

39.0 

35.8 

- 

出所）福島県現住人口調査月報（令和６年６月１日現在） 

 

第３ 本県における社会的災害要因の変化 

市町村毎の高齢者比率 

市町村

コード 
市町村名 

高齢者

比率 

(%) 

市町村

コード 
市町村名 

高齢者

比率 

(%) 

市町村

コード 

市町村

名 

高齢者

比率 

(%) 

07201 

07202 

 

07203 

07204 

07205 

07207 

07208 

07209 

07210 

07211 

07212 

07213 

07214 

07301 

07303 

07308 

07322 

07342 

07344 

07362 

福島市 

会津若松

市 

郡山市 

いわき市 

白河市 

須賀川市 

喜多方市 

相馬市 

二本松市 

田村市 

南相馬市 

伊達市 

本宮市 

桑折町 

国見町 

川俣町 

大玉村 

鏡石町 

天栄村 

下郷町 

32.5 

33.8 

 

29.4 

33.7 

33.0 

31.3 

39.3 

34.1 

37.8 

40.3 

39.6 

38.3 

30.2 

39.1 

44.8 

46.1 

29.3 

29.2 

41.3 

50.5 

07364 

07367 

07368 

07402 

07405 

07407 

07408 

07421 

 

07422 

07423 

07444 

07445 

07446 

07447 

 

07461 

07464 

07465 

07466 

07481 

07482 

檜枝岐村 

只見町 

南会津町 

北塩原村 

西会津町 

磐梯町 

猪苗代町 

会津坂下

町 

湯川村 

柳津町 

三島町 

金山町 

昭和村 

会津美里

町 

西郷村 

泉崎村 

中島村 

矢吹町 

棚倉町 

矢祭町 

42.0 

48.5 

45.9 

43.0 

51.2 

40.4 

43.2 

39.9 

 

37.2 

48.5 

46.2 

60.2 

56.8 

44.2 

 

27.5 

35.7 

34.2 

33.6 

35.4 

44.0 

07484 

07485 

07501 

07502 

07503 

07504 

07505 

07521 

07522 

07541 

07542 

07543 

07544 

07545 

07546 

07547 

07548 

07561 

07564 

塙町 

鮫川村 

石川町 

玉川村 

平田村 

浅川町 

古殿町 

三春町 

小野町 

広野町 

楢葉町 

富岡町 

川内村 

大熊町 

双葉町 

浪江町 

葛尾村 

新地町 

飯舘村 

42.1 

35.7 

40.9 

35.6 

40.8 

38.2 

44.7 

38.6 

41.3 

35.7 

38.0 

- 

56.9 

- 

- 

- 

37.5 

35.6 

- 

出所）福島県現住人口調査月報（令和７年６月１日現在） 

 

福島県現住人口調査月報による 

時点修正 

1-5 

 

 

第１  防災関係機関の実施責任 

防災関係機関は、災害対策の基本理念にのっとり、災害

対策を実施する責務を有する。 

１  県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、地

域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指

定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他

の地方公共団体                               

                                                       

                                               の協力

を得て、防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方

公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を支 

援し、かつ、その総合調整を行う。 

第１  防災関係機関の実施責任 

防災関係機関は、災害対策の基本理念にのっとり、災害

対策を実施する責務を有する。 

１  県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、地

域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指

定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他

の地方公共団体、災害対策基本法第 30 条の１第２項の規定

により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者

援護協力団体（以下「登録被災者援護協力団体」という。）

の協力を得て、防災活動を実施するとともに、市町村及び

指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の

実施を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

令和７年６月災害対策基本法第２３

条第７項改正により、「登録被災者

援護協力団体」が追加されたため 
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２  市町村 

市町村は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共

団体として、地域住民の生命、身体及び財産を災害から保

護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関及び他の地方公共団体            

の協力を得て、防災活動を実施するとともに、消防機関、

水防団その他組織の整備並びに公共的団体その他防災に関

する団体及び自主防災組織           の充実を

図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村

の有する全ての機能を十分に発揮するよう努める。 

 ２  市町村 

市町村は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共

団体として、地域住民の生命、身体及び財産を災害から保

護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関及び他の地方公共団体、登録被災者援護協力団体

の協力を得て、防災活動を実施するとともに、消防機関、

水防団その他組織の整備並びに公共的団体その他防災に関

する団体及び自主防災組織や防災士等の多様な主体の充実

を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町

村の有する全ての機能を十分に発揮するよう努める。 

防災基本計画の修正による 

1-5 

 

第２防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 １～２ （略） 

 ３ 指定地方行政機関 

   （略） 

（1）（略） 

 （2）（新設） 

 （以下、附番の訂正） 

 

 

 

 （14）東北地方測量部 

 （以下、附番の訂正） 

第２防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 １～２ （略） 

 ３ 指定地方行政機関 

   （略） 

（1）（略） 

（2）東北管区行政評価局（福島行政監視行政相談センター） 

  ア 被災者への生活支援情報の提供 

    イ 専用電話を備えた相談窓口の開設 

    ウ 特別行政相談所の開設 

 （以下、附番の訂正） 

（15）国土地理院東北地方測量部 

（以下、附番の訂正） 

災害対策基本法規定による内閣総理

大臣が指定する指定地方行政機関の

件（平成 12 年総理府告示第 63 号）

の一部を改正する告示（内閣府告示

第 97 号）の交付により、本機関が

指定地方行政機関に指定されたため

（以下附番の適正化） 

 

 

 

名称の修正 

2 

 

 

担当部署の記載について 

 

担当部署の記載について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図を見やすく修正 
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第１ 県の防災組織 

 １（略） 

 ２ 福島県災害対策本部 

  (1)～（2）（略） 

 (3)組織 

 

 

第１ 県の防災組織 

 １（略） 

 ２ 福島県災害対策本部 

（1）～（2）（略） 

（3）組織 

 

 

図を見やすく修正 

 

2-1 

 

 

第２ 市町村の防災組織 

  （略） 

 １ （略） 

 ２ 市町村災害対策本部 

  (1) （略） 

  (2) 所掌事務 

    市町村地域防災計画の定めるところにより次に掲げる事

務を行う。この場合において、必要に応じ、関係指定地方

行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係

指定地方公共機関              との連携

の確保に努める。 

第２ 市町村の防災組織 

  （略） 

 １（略） 

 ２ 市町村災害対策本部 

  (1)（略） 

  (2) 所掌事務 

    市町村地域防災計画の定めるところにより次に掲げる

事務を行う。この場合において、必要に応じ、関係指定

地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関、

関係指定地方公共機関及び登録被災者援護協力団体との

連携の確保に努める。 

防災基本計画の修正による 

2-1 

 

 

第５ 応援協力体制の整備 

 １～３（略） 

 ４ 県内市町村間の相互応援及び県外市町村との相互応援 

市町村は、当該市町村の地域に係る災害について適切な災

害応急対策（広域避難対策、役場機能の低下、喪失、移転対

策を含む。）を実施するため、あらかじめ隣接市町村、広域

市町村圏、地方振興局等を単位とした応援協定の締結を促進

するとともに、大規模災害時に圏内の市町村が広範囲に被災

することも想定し、既存の姉妹都市や文化交流等の枠組みな

第５ 応援協力体制の整備 

 １～３（略） 

 ４ 県内市町村間の相互応援及び県外市町村との相互応援 

市町村は、当該市町村の地域に係る災害について適切な災

害応急対策（広域避難対策、役場機能の低下、喪失、移転対

策を含む。）を実施するため、あらかじめ隣接市町村、広域

市町村圏、地方振興局等を単位とした応援協定の締結を促進

するとともに、大規模災害時に圏内の市町村が広範囲に被災

することも想定し、既存の姉妹都市や文化交流等の枠組みな

防災基本計画の修正による 
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ども活用し、同時に被災する可能性が少ない県外市町村との

応援協定の締結も積極的に進めるものとする。 

また、上記以外の市町村からの災害対策基本法第 67 条の

規定による相互応援についても、迅速な対応をとることがで

きるように、あらかじめ手続き等の細部的事項について、十

分な検討を行っておくものとする。 

県（危機管理総室）は市町村と調整の上、市町村の相互 

応援が円滑に進むよう配慮するものとする。 

（追加）                                             

                                                            

                   

 ５ （略） 

 ６ （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 県内防災関係機関の相互応援 

７ 消防の相互応援 

８ 指定行政機関、指定地方行政機関、他都道府県からの職員

派遣要請に対応するための資料整備 

９ 経費の負担 

10 民間協力計画 

ども活用し、同時に被災する可能性が少ない県外市町村との

応援協定の締結も積極的に進めるものとする。 

また、上記以外の市町村からの災害対策基本法第 67 条の

規定による相互応援についても、迅速な対応をとることがで

きるように、あらかじめ手続き等の細部的事項について、十

分な検討を行っておくものとする。 

県（危機管理総室）は市町村と調整の上、市町村の相互

応援が円滑に進むよう配慮するものとする 

さらに県（危機管理総室）は、市町村の受援計画の作成

や実効性の確保に向けて、適切な助言を行うなど、支援に努

めるものとする。 

５ （略） 

６ 国による要請を待たない応援の実施等  

指定行政機関又は関係指定地方行政機関は、県が災害応

急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認め

られる場合において、その事態に照らし緊急を要し、上段

の応援の要請の要求を待ついとまがないと認められるとき

は、当該要求を待たないで応援をすることができる。 

また、市町村は応急措置が的確かつ円滑に行われるよう

にするため必要があると認めるときは、県に対し、指定行

政機関又は関係指定地方行政機関に対する応急措置の実施

の要求をするよう求めるものとする。市町村がこの要求を

できない場合には、その旨及び当該市町村の地域における

災害の状況を指定行政機関又は指定地方行政機関に通知す

るものとする。その場合において、当該通知を受けた指定

地方行政機関又は指定地方行政機関はその事態に照らし、

当該要請を待たないで、応急措置を実施することができ

る。 

７ 県内防災関係機関の相互応援 

８ 消防の相互応援 

９ 指定行政機関、指定地方行政機関、他都道府県からの職

員派遣要請に対応するための資料整備 

10 経費の負担 

11 民間協力計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附番の適正化 
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2-1 第９ 県の各部局における平常時からの業務 

 １～２（略） 

 ３ 各所属における平常時からの業務分担（各所属特定） 

所属 業務分掌 

土

木

部 

建築総室 １～５（略） 

６ 災害発生時における賃貸型応急住宅に

関すること（削除） 
 

第９ 県の各部局における平常時からの業務 

 １～２（略） 

 ３ 各所属における平常時からの業務分担（各所属特定） 

所属 業務分掌 

土

木

部 

建築総室 １～５（略） 

（削除） 

 

東日本大震災に係る賃貸型応急住宅

の供与終了に伴い、建築指導課民間

借り上げ担当の業務が終了するため 

2-3 第１ 気象等観測施設網 

 １ 雨量観測所 

 （1）福島地方気象台 

38 カ所（気象官署１、特別地域気象観測所３、地域気

象観測所 26、地域雨量観測所８） 

 （2）福島県 

雨量観測所 105 カ所（令和５年水防計画で、水防活動に

必要とする箇所、土木部 102 カ所、農林水産部３カ所。） 

(3) 国土交通省 

東北地方整備局福島河川国道事務所 27 カ所、北陸地方整

備局阿賀川河川事務所 13 カ所、関東地方整備局      

   （久慈川水系）４カ所（※いずれも(一財)河川情報

センターを通じての情報公開個所数。） 

 （4）（略） 

 ２ 水観測所 

   水位観測通報については、毎年度定める「水防計画」の定

めるところによる。令和２年の水防計画では、水防活動に必

要とする水位観測所は 117 ケ所（国土交通省を含む。）であ

る。 他に、(一財)河川情報センターを通じての情報公開個

所として、東北地方整備局福島河川国道事務所 22 カ所、北

陸地方整備局阿賀川河川事務所 15 カ所がある。 

３ 危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラ 

（略） 

(1) 福島県 

危機管理型水位計３７１箇所、簡易型河川監視カメラ 

７０箇所（令和 3年 3月末時点）（川の防災情報を通じて

の公開箇所数） 

第１ 気象等観測施設網 

 １ 雨量観測所 

 （1）福島地方気象台 

36 カ所（気象官署１、特別地域気象観測所３、地域気

象観測所 32） 

 （2）福島県 

雨量観測所 110 カ所（令和７年水防計画で、水防活動に

必要とする箇所、土木部 110 カ所（削除）。） 

 (3) 国土交通省 

東北地方整備局福島河川国道事務所 34 カ所、北陸地方整

備局阿賀川河川事務所 13 カ所、関東地方整備局常陸河川国

道事務所（久慈川水系）４カ所（※いずれも(一財)河川情報

センターを通じての情報公開箇所数。） 

 （4）（略） 

 ２ 水観測所 

水位観測通報については、毎年度定める「水防計画」の定

めるところによる。令和７年の水防計画では、水防活動に必

要とする水位観測所は 119 カ所（国土交通省を含む。）であ

る。 他に、(一財)河川情報センターを通じての情報公開カ

所として、東北地方整備局福島河川国道事務所 23 カ所、北

陸地方整備局阿賀川河川事務所 16 カ所がある。 

３ 危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラ 

（略） 

(1) 福島県 

危機管理型水位計 426 カ所、簡易型河川監視カメラ 

301 カ所（令和７年 10 月末時点）（川の防災情報を通じて

の公開箇所数） 

・水防計画の修正による。 

・国土交通省「川の防災計画」更新

による 

・名称の適正化 
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(2) 東北地方整備局福島河川国道事務所 

危機管理型水位計３０箇所、簡易型河川監視カメラ７３

箇所（川の防災情報を通じての公開箇所数） 

 

（3）北陸地方整備局阿賀川河川事務所 

危機管理型水位計 9箇所、簡易型河川監視カメラ 10 箇

所（川の防災情報を通じての公開箇所数） 

４ 積雪（雪量）観測所 

県土木部 48 カ所 

（略） 

５ 風(風向・風速)観測所 

福島地方気象台 30 カ所（気象官署１、特別地域気象観測

所 3、地域気象観測所 26） 

(2) 東北地方整備局福島河川国道事務所 

危機管理型水位計 37 カ所、簡易型河川監視カメラ 170

カ所（川の防災情報を通じての公開箇所数） 

 

（3）北陸地方整備局阿賀川河川事務所 

危機管理型水位計９カ所、簡易型河川監視カメラ 15 カ所

（川の防災情報を通じての公開箇所数） 

４ 積雪（雪量）観測所 

県土木部 47 カ所 

（略） 

５ 風(風向・風速)観測所 

福島地方気象台 30 カ所（気象官署１、特別地域気象観測

所３、地域気象観測所 26） 

2-4 第１ 水害予防対策 

 １ 河川対策 

 （1）～（2）（略） 

 （3）洪水ハザードマップ整備の促進 

  ア～イ（略） 

 ウ                           

                             

                             

                    

市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得

て、洪水時の避難確保に関する計画を策定し、それに基づ

き、避難誘導等の訓練を実施              

                    する。 

（4）水位周知河川における水位情報提供 

県（河川港湾総室）は、洪水により重大な損害を生ずる

おそれがある河川（水位周知河川）について、洪水時特別 

警戒水位（避難判断水位）を定め、当該河川の水位が洪水 

時特別警戒水位に達したとき、水防計画の定めにより、水 

防管理団体（市町村）に水位情報を提供するとともに、報 

道機関を通じて一般に周知する。 

第１ 水害予防対策 

 １ 河川対策 

 （1）～（2）（略） 

 （3）洪水ハザードマップ整備の促進 

  ア～イ（略） 

ウ 市町村は、市町村地域防災計画において、浸水想定区域

内の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な要配慮者

利用施設（社会福祉施設、学校、医療移設等）の名称及び

所在地について定めるものとする。 

市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得

て、洪水時の避難確保に関する計画を策定し、それに基づ

き、避難誘導等の訓練を実施し、計画の策定・修正及び訓

練の実施結果について市町村に報告するものとする。 

（4）水位周知河川における水位情報提供 

県（河川港湾総室）は、洪水により重大な損害を生ずる

おそれがある河川（水位周知河川）について、洪水時特別

警戒水位（避難判断水位）を定め、当該河川の水位が洪水

時特別警戒水位に達したとき、水防計画の定めにより、水

防管理団体（市町村）に水位情報を提供するとともに、報

道機関を通じて一般に周知する。 

水防法改正に伴う修正 

国土交通省 水防法 

https://www.mlit.go.jp/river/sui

bou/suibouhou.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/river/suibou/suibouhou.html
https://www.mlit.go.jp/river/suibou/suibouhou.html
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なお、水位周知河川については、より多くの地域住民の避

難確保のため、指定河川の拡充に取り組んでいく。（※令和

3年 11 月末時点で水位周知河川は 35 河川） 

 ２ ダムによる防災対策 

 （1）現状 

   近年における河川流域の急激な都市化または地域開発の影

響により水害の危険度が高まっているため、ダムを建設する

ことにより一定規模の洪水の適切な貯留、放流等の調節を行

い、下流地域の水害を防止する必要がある。 

県内における管理中のダムは、県のダムとして 10 ダム

（高柴、東山、四時、日中、真野、小玉、田島、堀川、こま

ち、木戸    ）、国直轄のダムとして３ダム（大川、三

春、摺上川）の合計 13 ダムがある。さらに県では、裏磐梯

三湖（桧原湖、小野川湖、秋元湖）及び猪苗代湖において、

湖沼による治水管理を行っている。 

建設中のダムは、県のダムとして１ダム（千五沢ダム再開

発）がある。 

 （2）～（3）（略） 

３（略） 

 ４ 下水道対策 

（1）現状 

近年における産業活動、生活様式の高度化に伴う家庭か

らの生活排水は、公共用水域の水質汚濁をもたらし、ま

た、人口の都市集中は、都市河川流域、特に低地部への市

街化を促進して雨水による浸水被害を増大させている。 

これらの問題の解決のために下水道の果たす役割は大

きく、公共用水域の水質保全、浸水被害の防除、居住環境

の改善、公衆衛生の向上などに重要な役割を果たしてい

る。 

しかし、本県の下水道処理人口普及率は令和５年度末

で 56.0.0％（全国 81.4％）、都市浸水対策達成率は令和４

年度末で 38.8％とまだまだ低い水準にある。 

 

なお、水位周知河川については、より多くの地域住民の

避難確保のため、指定河川の拡充に取り組んでいく。（※令

和８年１月末時点で水位周知河川は 60 河川） 

２ ダムによる防災対策 

 （1）現状 

   近年における河川流域の急激な都市化または地域開発の影

響により水害の危険度が高まっているため、ダムを活用する

ことにより一定規模の洪水の適切な貯留、放流等の調節を行

い、下流地域の水害を防止する必要がある。 

県内における管理中のダムは、県のダムとして 11 ダム

（高柴、東山、四時、日中、真野、小玉、田島、堀川、こま

ち、木戸、千五沢）、国直轄のダムとして３ダム（大川、三

春、摺上川）の合計 14 ダムがある。さらに県では、裏磐梯

三湖（桧原湖、小野川湖、秋元湖）及び猪苗代湖において、

湖沼による治水管理を行っている。 

  （削除） 

 

 （2）～（3）（略） 

３ （略） 

４ 下水道対策 

（1）現状 

近年における産業活動、生活様式の高度化に伴う家庭か

らの生活排水は、公共用水域の水質汚濁をもたらし、ま

た、人口の都市集中は、都市河川流域、特に低地部への市

街化を促進して雨水による浸水被害を増大させている。 

これらの問題の解決のために下水道の果たす役割は大

きく、公共用水域の水質保全、浸水被害の防除、居住環境

の改善、公衆衛生の向上などに重要な役割を果たしてい

る。 

しかし、本県の下水道処理人口普及率は令和６年度末

で 56.5％（全国 81.8％）、都市浸水対策達成率は令和４年

度末で 38.8％とまだまだ低い水準にある。 

 

福島県水防計画（令和 7年修正）に

よる 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道処理人口普及率(R6 末)による 
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2-4 

 

第２ 土砂災害予防対策 

  （略） 

 １ 土砂災害が発生するおそれがある箇所 

(1) 土砂災害警戒区域等（土石流） 

土木部河川港湾総室で定める土石流危険渓流箇所調書 

(2)土砂災害計画区域等（地すべり） 

農林水産部農村整備総室で定める地すべり危険地区一覧表 

農林水産部森林林業総室で定める地すべり危険地区一覧表 

土木部河川港湾総室で定める地すべり危険箇所調書 

(3)土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊） 

土木部河川港湾総室で定める急傾斜地崩壊危険箇所調書 

(4) 土砂災害警戒区域等 

土木部河川港湾総室で定める土砂災害警戒区域等一覧表 

(5) 道路の落石等のおそれのある箇所 

土木部道路総室で定める防災点検箇所一覧表 

(6) 崩壊土砂流出危険地区 

農林水産部森林林業総室で定める崩壊土砂流出危険地区一

覧表 

(7) 山腹崩壊危険地区 

農林水産部森林林業総室で定める山腹崩壊危険地区一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 土砂災害予防対策 

  （略） 

 １ 土砂災害が発生するおそれがある箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土 

砂 

災 

害 

警 

戒 

区 

域 

等 

土砂災

害 

警戒区

域 

土石流 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部

から下流で勾配が２度以上の区域 

地すべり ・地すべり区域（地すべりしている区域又は地すべ

りするおそれのある区域） 

・地すべり滑り区域下端から、地すべり滑り地塊の

長さに相当する距離（250ｍを超える場合は、250

ｍ）の範囲内の区域 

急傾斜地

の崩壊 

・傾斜度が 30 度以上で高さが５m 以上の区域 

・急傾斜地の上端から水平距離が 10ｍ以内の区域 

・急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの２倍（50ｍ

を超える場合は 50ｍ）以内の区域 

土砂災害 

特別警戒区域 

土砂災害警戒区域内で、土砂災害が発生した場合

に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著

しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域 

（土石等の移動等により建築物に作用する力の大き

さが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の

生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれのある損

壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ

を上回る区域） 

土砂災害のおそれの

ある箇所 

（旧称：土砂災害危

険箇所） 

土石流の発生の危険性があり、５戸以上の人家（５

戸未満でも官公署、学校、病院、駅、旅館、発電所

等のある場合を含む）に被害が生じるおそれがある

渓流 

地すべりが発生している或いは地すべりが発生する

おそれがある区域のうち、河川、道路、公共建物、

人家等に被害を与えるおそれのある箇所 

項目ごとの名称を表に整理し、説明

文を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福島県地域防災計画修正 新旧対照表（一般災害対策編） 別紙 

章-節  現行                       修正後                     修正理由 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２（略） 

 ３ 土砂災害警戒区域等の指定 

   （一部略） 

令和 6年 9月 30 日現在、土砂災害警戒区域として土石流

4,024 箇所、地すべり 271 箇所、急傾斜地の崩壊 3,911 箇

所、計 8,206 箇所、うち土砂災害特別警戒区域として土石流

3,041 箇所、急傾斜地の崩壊 3,875 箇所、計 6,916 箇所を指

定している。 

 （1）～（2）（略） 

傾斜度 30 度以上、高さ５m 以上の急傾斜地で被害想

定区域内に人家が５戸以上（５戸未満でも官公署、

学校、病院、駅、旅館等のある場合を含む）ある箇

所 

新たな土砂

災害の発生

のおそれの

ある箇所 

急傾斜地

の崩壊 

傾斜度 30 度以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で建物１

戸以上に被害が想定される箇所 

土石流 ２度以上の縦断勾配が 200ｍ以上ある渓流で、建物１

戸以上に被害が想定される箇所 

砂防指定地 砂防設備を要する土地又は治水上砂防のために一定

の行為を禁止し若しくは制限するべき土地として国

土交通大臣が指定した土地の区域 

山地災害危

険地区 

山腹崩壊 

危険地区 

山腹崩壊により人家、公共施設に被害を与えるおそ

れがある地区 

地すべり

危険区域 

地すべりにより、人家、公共施設に被害を与えるお

それのある地区 

崩壊土砂

流出危険

地区 

山腹崩壊等により発生した土砂が土石流となって流

出し、人家、公共施設に被害を与えるおそれのある

地区 

道路の落石等のおそれのあ

る箇所 

 

 

 ２（略） 

 ３ 土砂災害警戒区域等の指定 

   （一部略） 

令和７年３月 31 日現在、土砂災害警戒区域として土石流

4,040 箇所、地すべり 271 箇所、急傾斜地の崩壊 3,920 箇

所、計 8,231 箇所、うち土砂災害特別警戒区域として土石

流 3,045 箇所、急傾斜地の崩壊 3,884 箇所、計 6,938 箇所

を指定している。 

 （1）～（2）（略） 
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 （3）土砂災害警戒区域における対策 

  ア（略） 

 イ 要配慮者利用施設利用者のための警戒避難体制 

市町村は、市町村地域防災計画において、土砂災害警

戒区域内に要配慮者利用施設で土砂災害のおそれがある

ときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な   

    施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）の名

称及び所在地について定めるものとする。名称及び所在

地を定めた施設については、市町村は、市町村地域防災

計画において、当該施設の所有者又は管理者に対する土

砂災害に関する情報等の伝達について定めるものとす

る。 

市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要

配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力

を得て、避難確保に関する計画を策定し、それに基づ

き、避難誘導等の訓練を実施             

                するものとする。 

（以降略） 

４ 土石流対策 

（1）現状 

  土石流の発生のおそれのある渓流は、4,272 渓流であり、

その対策として砂防堰堤等により施設 整備を図っており、

412 渓流が概成している。（令和６年 3月 31 日現在） 

（以下略） 

５ 地すべり対策 

（1）（一部略）（令和６年 3月 31 日現在） 

（以下略） 

６ 急傾斜地崩壊対策 

（1）現状 

  県内のがけ崩れの発生するおそれのある箇所は、4,274 箇

所と数多く存在し、その対策として、 法面工等による施設

整備を図っており、現在 452 箇所を概成している（令和６年

3月 31 日現在）。 

（以下略） 

 （3）土砂災害警戒区域における対策 

  ア（略） 

  イ 要配慮者利用施設利用者のための警戒避難体制 

市町村は、市町村地域防災計画において、土砂災害警

戒区域内         で土砂災害のおそれがある

ときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な要配

慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）の名

称及び所在地について定めるものとする。名称及び所在

地を定めた施設については、市町村は、市町村地域防災

計画において、当該施設の所有者又は管理者に対する土

砂災害に関する情報等の伝達について定めるものとす

る。 

市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要

配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力

を得て、避難確保に関する計画を策定し、それに基づ

き、避難誘導等の訓練を実施し、計画の策定・修正及び

訓練の実施結果について市町村へ報告するものとする。 

（以降略） 

４ 土石流対策 

（1）現状 

 土石流の発生のおそれのある渓流は、4,272 渓流であり、

その対策として砂防堰堤等により施設 整備を図っており、

414 渓流が概成している。（令和７年 3月 31 日現在） 

（以下略） 

５ 地すべり対策 

（1）（一部略）（令和７年３月 31 日現在） 

（以下略） 

６ 急傾斜地崩壊対策 

（1）現状 

  県内のがけ崩れの発生するおそれのある箇所は、4,274 箇

所と数多く存在し、その対策として、 法面工等による施設

整備を図っており、現在 455 箇所を概成している（令和７年

３月 31 日現在）。 

（以下略） 
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2-8 

 

 

第１ 緊急輸送路等の指定 

 （略） 

 １ 緊急輸送路 

 （1）県（危機管理総室、道路総室）は、県庁（県災害対策本

部）、地方振興局（県災害対策地方本部）、市町村災害対策

本部等、物資受入れ港、福島空港            

 及び隣接県の主要路線と接続する路線等（別表１）を緊

急輸送路として、指定する。 

 （以下略） 

 

 ５ 広域陸上輸送拠点 

   県（危機管理総室）は、県有備蓄物資の保管、発災時にお

ける国の物資関係省庁及び他都道府県等からの緊急物資等の

受入れ、一時保管、市町村の物資受入れ拠点への積替え・配

送を行うため、平時から民間事業者の倉庫を活用する。民間

事業者の倉庫は福島市、郡山市、会津若松市、いわき市に所

在する倉庫を各１箇所程度活用するものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

６ （略） 

 ７ （略） 

 ８ （新設） 

第１ 緊急輸送路等の指定 

 （略） 

 １ 緊急輸送路 

 （1）県（危機管理総室、道路総室）は、県庁（県災害対策本

部）、地方振興局（県災害対策地方本部）、市町村災害対策

本部、物資受入れ港、福島空港等の拠点までを接続する路

線及び隣接県の主要路線と接続する路線等（別表１）を緊

急輸送路として、指定する。 

 （以下略） 

 

 ５ 広域陸上輸送拠点 

  県（危機管理総室）は、県有備蓄物資の保管、発災時にお

ける国の物資関係省庁及び他都道府県等からの緊急物資等の

受入れ、一時保管、市町村の物資受入れ拠点への積替え・配

送を行うため、平時から民間事業者の倉庫を活用する。民間

事業者の倉庫は福島市、郡山市、会津若松市、いわき市に所

在する倉庫を各１箇所程度活用するものとする。 

倉庫名 住所 

北センター 福島市北矢野目字窪田地内 

図景倉庫 郡山市図景地内 

物流センターＤＣ倉庫 会津若松市真宮新町北地内 

大剣物流倉庫 いわき市泉町下川字大剣地内 

 ６ （略） 

 ７ （略） 

８  都市公園の活用 

県（都市総室）は、防災機能を有し、広域的防災拠点や

避難地との円滑なアクセス性が確保され、災害が発生した

場合において、救援救護活動の前線基地、復旧のための資

機材や生活物資の中継基地としての機能を発揮する都市公

園を地域防災拠点（別表４）と位置づけ、その機能強化に

努めるものとする。 

文言の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急輸送路として道路啓開対象とす

るため倉庫住所について記載 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災拠点となり得る都市公園を

地域防災計画位置づけ、災害時にお

ける活用の実効性の向上を図るため 

令和８年４月に開園される「福島県

復興祈念公園」は整備の目的の一つ

に「地域防災拠点の機能を有する都

市公園として整備する」とされてお

り、本公園を地域防災計画に位置付

けるにあたり項目を追加 
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第２ 緊急輸送路等の整備 

 別表１ 

緊急輸送道路 

 

 

 

 

 

第２ 緊急輸送路等の整備 

別表１ 

緊急輸送道路 

（1）第１次確保路線 

種別 路線名 区間 

国道 ４号 栃木県境～宮城県境 
 ６号 茨城県境～宮城県境 
 １３号 国道 4号～山形県境 
 ４９号 国道 6号～新潟県境 
 １１３号 （一）相馬港線～宮城県境 
 １１５号 国道６号～国道４号 
 １１８号 茨城県境～（主）中野須賀川線 
  国道１２１号～国道４９号 
 １２１号 栃木県境～山形県境 
 ２５２号 国道２８９号～国道４９号 
 ２８８号 全線 
 ２８９号 国道６号～国道２５２号 
 ２９４号 国道２８９号～栃木県境 
 ３４９号 国道１１８号～茨城県境 

高速自動

車道 
東北自動車道 栃木県境～宮城県境 

 常磐自動車道 茨城県境～宮城県境 
 磐越自動車道 いわきＪＣＴ～新潟県境 

 東北中央自動車

道 
相馬ＩＣ～桑折ＪＣＴ 

  福島ＪＣＴ～山形県県境 

主要地方

道 
古殿須賀川線 （一）福島空港西線～国道１１８号 

 中野須賀川線 国道１１８号～須賀川ＩＣ 

 小名浜平線 
（一）小名浜港線～国道６号（常磐

バイパス） 

 
矢吹小野線（あ

ぶくま高原道

路） 

矢吹ＩＣ～小野ＩＣ（有料区間含

む） 

 小野富岡線 国道６号～滝根 IC 

 

小野富岡線（あ

ぶくま高原道

路） 

滝根ＩＣ～小野ＩＣ 

 
いわき上三坂小

野線（小名浜道

路） 

（市道）大剣１号線（いわき泉Ｉ

Ｃ）～（主）いわき上三坂小野線

（いわき山田ＩＣ） 

一般県道 水原福島線 国道１３号～福島県庁 
 玉川田村線 （主）古殿須賀川線～国道４９号 
 長塚請戸浪江線 国道６号～（町道）左島塚角畑線 
 相馬港線 全線 

福島県緊急輸送道路ネットワーク計

画及び東北道路啓開計画等の見直し

のため、緊急輸送路を修正 
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 福島空港西線 全線 

浪江町道 左島塚角畑線 （一）長塚請戸浪江線～臨港道路 

いわき市

道 
大剣１号線 

国道６号～（主）いわき上三坂小野

線（小名浜道路） 

臨港道路 臨港道路１号線 国道６号～５－１号線 
 ５－１号線 臨港道路１号線～小名浜港 

 
２号埠頭幹線道

路 

（一）相馬港線～幹線臨港道路１号

線 

 
幹線臨港道路１

号線 

２号埠頭幹線道路～臨港道路３号ふ

頭内線 

 
臨港道路３号ふ

頭内線 

幹線臨港道路１号線～相馬港 

 
臨港道路 （町道）左島塚角畑線～第一臨港道

路 

 第一臨港道路 臨港道路～第二臨港道路 
 第二臨港道路 第一臨港道路～請戸漁港 

 

（2）第２次確保路線 

種別 路線名 区間 

国道 １１４号 全線 
 １１５号 国道４号～国道４９号 

  （一）相馬新地線～国道１１５号

（相馬南バイパス） 
 １１８号 （主）中野須賀川線～国道１２１号 
 ２９４号 国道２８９号～国道１１８号 
  国道１１８号～湖南行政センター 
  国道２８９号～（市道）西郷搦目線 
 ３４９号 （一）赤坂東野塙線～宮城県境 
 ３５２号 国道１２１号～檜枝岐村役場 
 ３９９号 国道６号～（主）小野富岡線 
  （主）小野富岡線～国道１１４号 
  国道３４９号～福島市役所飯坂支所 
 ４００号 国道２５２号～国道２８９号 

  国道１２１号～国道２８９号 
 ４０１号 国道１１８号～～国道４００号 
  国道２８９号～国道３５２号 
 ４５９号 国道３４９号～国道４号 
  国道４号～（一）須賀川二本松線 

  国道１１５号～（主）喜多方会津坂

下線 

主要地方

道 
福島保原線 国道１１５号～国道３４９号 

 福島飯坂線 全線 

 上名倉飯坂伊達

線 
国道１１５号～国道１３号 

  国道１３号～国道３９９号 
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 土湯温泉線 
東北自動車道（福島松川 SIC（下

り））～国道４号 
 飯野三春石川線 国道１１４号～（主）川俣安達線 
  国道２８８号～三春町役場 

 福島吾妻裏磐梯

線 

国道１３号～国道１３号（福島西道

路） 

 霊山松川線 
（主）飯野三春石川線～（一）大沢

広表線 

 川俣安達線 
（主）飯野三春石川線～国道１１４

号 
 白石国見線 国道４号～国見ＩＣ 
 本宮三春線 国道４号～（主）本宮熱海線 
 原町川俣線 全線 
 浪江国見線 国道４号～国道３４９号 
 本宮熱海線 国道４号～（主）本宮三春線 
 船引大越小野線 全線 

 小野郡山線 
（主）郡山停車場線～東部ニュータ

ウン入口 

  国道３４９号～（主）船引大越小野

線 
 中野須賀川線 須賀川ＩＣ～（主）郡山長沼線 
 古殿須賀川線 国道４号～国道１１８号 
 中ノ沢熱海線 国道４９号～磐梯熱海ＩＣ 
 郡山長沼線 国道４号～（主）長沼喜久田線 
 長沼喜久田線 （主）郡山長沼線～国道１１８号 
 郡山停車場線 全線 

 郡山大越線 
（主）郡山停車場線～（一）荒井郡

山線 

 郡山湖南線 
（主）郡山停車場線～（市道）多田

野２号線 

 郡山矢吹線 
（市道）桑野大槻線～（市道）庚坦

原１３号線（郡山中央 SIC 接続） 

  （主）郡山湖南線～郡山消防署大槻

基幹分署 

  （一）河内郡山線～（一）河内郡山

線 

 白河羽鳥線 
（主）白河停車場線～道の駅「羽鳥

湖高原」 
 塙泉崎線 国道４号～（主）棚倉矢吹線 
  国道１１８号～（一）社田浅川線 
 棚倉矢吹線 国道２８９号～国道４号 
 白河石川線 国道２９４号～（一）南湖公園線 
 勿来浅川線 国道３４９号～（村道）新宿広畑線 
 黒磯棚倉線 全線 

 会津高田上三寄

線 

国道１１８号～（主）会津坂下会津

本郷線 
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 会津若松裏磐梯

線 
国道４９号～（主）猪苗代塩川線 

  国道１１８号～国道４９号 

 会津坂下河東線 
国道４９号湯川村～国道４９号河東

町 

 会津坂下会津本

郷線 

国道４９号～（主）会津高田上三寄

線 

 会津坂下会津高

田線 
国道４９号～国道４０１号 

 喜多方西会津線 
（一）喜多方停車場線～（主）会津

坂下山都線 
  国道４９号～（一）上郷舟渡線 

 喜多方会津坂下

線 

国道４５９号～（一）喜多方停車場

線 

 

 

種別 路線名 区間 

主要地方

道 
会津坂下山都線 

（主）喜多方西会津線～（一）山都

柳津線 

 猪苗代塩川線 全線 
 相馬亘理線 国道６号～（一）新地停車場釣師線 

 相馬浪江線 
国道１１５号～（一）草野大倉鹿島

線 

  （主）原町川俣線～（主）原町二本

松線 

 原町二本松線 
（主）相馬浪江線～（主）原町浪江

線 

 原町海老相馬線 
（主）原町浪江線～（主）原町川俣

線 

 相馬浪江線 
（一）草野大倉鹿島線～（市道）西

１３８号線 

 いわき浪江線 
（町道）北田・大谷線～（町道）な

らはスマートインター線 

 小名浜平線 
国道６号（常磐バイパス）～国道

399 号 

 いわき上三坂小

野線 

（主）常磐勿来線～（主）いわき石

川線 
  国道３９９号～（主）いわき石川線 
 日立いわき線 茨城県境～（主）常磐勿来線 
  国道６号～勿来土木事務所 
 いわき浪江線 国道６号～四倉ＩＣ 
  （主）小野富岡線～大熊町役場 

 小名浜小野線 
（主）小名浜四倉線～（主）いわき

石川線 
 いわき石川線 全線 
 矢吹小野線 （主）棚倉矢吹線～矢吹町役場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 路線名 区間 

主要地方道 猪苗代塩川線 全線 
小野富岡線 国道６号～小野IC 
相馬亘理線 国道６号～新地停車場釣師線 
相馬浪江線 国道１１５号～草野大倉鹿島線 

 原町川俣線～原町二本松線 

原町二本松線 相馬浪江線～原町浪江線 
原町海老相馬線 原町浪江線～小浜字町線 
小名浜平線 国道６号常磐ＢＰ～国道３９９号 
いわき上三坂小野線 常磐勿来線～いわき石川線 
日立いわき線 国道２８９号～常磐勿来線 
いわき浪江線 国道６号～四倉ＩＣ 
小名浜小野線 いわき上三坂小野線～小名浜四倉線 
いわき石川線 全線 
矢吹小野線 国道４号線～矢吹町役場 
古殿須賀川線 福島空港西線～あぶくま高原道路 
塙大津港線 国道１１８号～赤坂東野塙線 
常磐勿来線 国道２８９号～日立いわき線 

一般県道 飯坂桑折線 国道４号～国見福島線 
国見福島線 飯坂桑折線～桑折町役場入口 
飯坂保原線 国道１３号～福島保原線 
穴原十綱線 国道３９９号～福島地方水道用水供給企業団 
二本松安達線 国道４号～須賀川二本松線 
須賀川二本松線 二本松安達線～国道４５９号 
本宮岩代線 本宮三春線～安達南消防署 
五十沢国見線 国道４号～国道３４９号 
石筵本宮線 国道４号～大玉村役場入口 
大沢広表線 霊山松川線～市道金沢立子山線 
伊達霊山線 国道３４９号～梁川霊山線 
水原福島線 福島県庁～国道１１５号 

 南福島停車場線～福島市道中町北内町２号線 

南福島停車場線 国道１１５号～市道南光台黒岩線 
梁川霊山線 国道３４９号～伊達霊山線 
折戸笹谷線 福島飯坂線～福島第一病院 
河内郡山線 郡山停車場線～国道４９号 

 国道４９号～郡山ビッグハート 

下松本鏡石停車場線 全線 
社田浅川線 国道１１８号～浅川町役場入口 
赤坂東野塙線 塙大津港線～国道２８９号 

 国道２８９号～国道３４９号 

南湖公園線 国道２８９号～白河石川線 
増見小田倉線 白河羽鳥線～村道役場前線 
船引停車場線 国道２８８号～田村市役所 
小栗山宮下線 国道２５２号～国道２５２号 
浜崎高野会津若松線 会津若松市道町3-91～湯川村役場前 
湯川大町線 若松ガスを結ぶ 
会津若松会津高田線 国道１１８号～会津高田会津本郷線 
会津高田会津本郷線 町道２００８号線～会津若松会津高田線 
山都柳津線 国道４９号～会津坂下山都線 
北山会津若松線 会津坂下河東線～会津若松市役所河東支所 
猪苗代停車場線 国道１１５号～町道城南六角線 
喜多方停車場線 国道１２１号～喜多方西会津線 
大久保野沢停車場線 国道49号～野沢駅 
上郷舟渡線 山都柳津線～喜多方西会津線 
下郷会津本郷線 国道１２１号～戸赤栄富線 
戸赤栄富線 下郷会津本郷線～国道４００号 
会津田島停車場線 国道１２１号～会津田島駅 
新地停車場釣師線 相馬亘理線～赤柴中島線 
赤柴中島線 国道６号～新地停車場線 
草野大倉鹿島線 浪江鹿島線～相馬浪江線 
浪江鹿島線 草野大倉鹿島線～鳥崎江垂線 
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 古殿須賀川線 
（一）福島空港西線～（主）矢吹小

野線（あぶくま高原道路） 
 塙大津港線 国道１１８号～（一）赤坂東野塙線 
 常磐勿来線 国道２８９号～（主）日立いわき線 

 須賀川三春線 
（主）古殿須賀川線～（一）須賀川

二本松線 
 小野四倉線 国道６号～（主）いわき浪江線 

一般県道 飯坂桑折線 国道４号～（一）国見福島線 
 国見福島線 （一）飯坂桑折線～桑折町役場入口 
 飯坂保原線 国道１３号～（主）福島保原線 

 穴原十綱線 
国道３９９号～（市道）中野・天王

寺線 
 二本松安達線 国道４号～（一）須賀川二本松線 
 須賀川二本松線 （一）二本松安達線～国道４５９号 

  （市道）昭和二丁目八山田線～富久

山行政センター 

  （市道）日出山久保田線～郡山貨物

ターミナル 

  （主）須賀川三春線～（市道）１２

１４号 
 本宮岩代線 （主）本宮三春線～安達南消防署 
 五十沢国見線 国道４号～国道３４９号 
 石筵本宮線 国道４号～（村道）町尻-当地内線 

 大沢広表線 
（主）霊山松川線～（市道）金沢立

子山線 
 伊達霊山線 国道３４９号～（一）梁川霊山線 
 水原福島線 福島県庁～国道１１５号 

  （一）南福島停車場線～（市道）日

ノ下・新田ノ目線 

 南福島停車場線 
国道１１５号～（市道）南向台黒岩

線 
 梁川霊山線 国道３４９号～（一）伊達霊山線 

 折戸笹谷線 
（主）福島飯坂線～（市道）笹谷中

野線 
 河内郡山線 （主）郡山停車場線～国道４９号 
  国道４９号～（主）郡山矢吹線 

  （主）郡山矢吹線～片平行政センタ

ー 

 下松本鏡石停車

場線 
全線 

 社田浅川線 （主）塙泉崎線～浅川町役場入口 
 赤坂東野塙線 （主）塙大津港線～国道２８９号 
  国道２８９号～国道３４９号 
 南湖公園線 国道２８９号～（主）白河石川線 

 増見小田倉線 
（主）白河羽鳥線～（村道）役場前

線 
 船引停車場線 国道２８８号～田村市役所 
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 小栗山宮下線 国道２５２号～国道２５２号 

 浜崎高野会津若

松線 
会津若松市上下水道局～湯川村役場 

 湯川大町線 （主）会津若松裏磐梯線～若松ガス 

 会津若松会津高

田線 

国道１１８号～（一）会津高田会津

本郷線 

 会津高田会津本

郷線 

（町道）２００８号線～（一）会津

若松会津高田線 
 山都柳津線 国道４９号～（主）会津坂下山都線 

 北山会津若松線 
（主）会津坂下河東線～会津若松市

役所河東支所 

 猪苗代停車場線 
国道１１５号～（町道）堅田五百刈

線 

 喜多方停車場線 
国道１２１号～（主）喜多方西会津

線 

 大久保野沢停車

場線 
国道４９号～野沢駅 

 上郷舟渡線 
（一）山都柳津線～（主）喜多方西

会津線 

 

種別 路線名 区間 

一般県道 下郷会津本郷線 国道１２１号～（一）戸赤栄富線 

 戸赤栄富線 
（一）下郷会津本郷線～国道４００

号 

 会津田島停車場

線 
国道１２１号～会津田島駅 

 新地停車場釣師

線 
（主）相馬亘理線～赤柴中島線 

 赤柴中島線 国道６号～（一）新地停車場釣師線 

 草野大倉鹿島線 
（一）浪江鹿島線～（主）相馬浪江

線 

 浪江鹿島線 
（一）草野大倉鹿島線～（一）烏崎

江垂線 
 烏崎江垂線 国道６号～（一）浪江鹿島線 
 小浜字町線 原ノ町駅～（主）原町海老相馬線 
  国道６号～相馬ガス 

 小良ヶ浜野上線 
国道６号～（一）大野停車場大川原

線 
 幾世橋小高線 国道６号～（一）浪江鹿島線 

 浪江鹿島線 
（一）幾世橋小高線～南相馬市小高

区役所 
 北泉小高線 国道６号～（一）浪江鹿島線 
 小高停車場線 （一）浪江鹿島線～小高駅 
 下渋佐南新田線 国道６号～南相馬警察署 

 大芦鹿島線 
（一）浪江鹿島線～南相馬市役所鹿

島区役所 
 上北迫下北迫線 国道６号～広野ＩＣ 
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 相馬新地線 
国道６号～旧国道６号（相馬バイパ

ス現道部）～国道６号 
 江名常磐線 （主）小名浜平線～かしま病院 

 小名浜港線 
（主）小名浜平線～小名浜港湾事務

所 

  
（一）小名浜港線（分岐部）～臨港

道路２号線 
 荒井郡山線 （主）郡山大越線～国道２８８号 
 増見小田倉線 （村道）２０７８号～国道２８９号 

 大野停車場大川

原線 

（一）小良ヶ浜野上線～（町道）西

２０号線 

 井出長塚線 
常磐自動車道（常磐双葉 IC）～国道

６号 
 日下石新沼線 国道１１５号～公立相馬総合病院 
 赤井畑国見線 国道４号～国見町役場 

 高陦田島線 
（町道）折橋・東荒井線～国道１２

１号 
 長塚請戸浪江線 国道６号～（町道）左島塚角畑線 

福島市道 南向台黒岩線 国道４号～（市道）南町稲場線 

 南町稲場線 
（市道）南向台黒岩線～国土交通省

福島河川国道事務所 

 北八幡・金山線 
国道４号～（市道）南町・浅川線

（福島南消防署） 

 松山町・北中川

原線 

国道４号～信夫ヶ丘競技場～国道１

１５号 

 太平寺・山口線 
国道１３号～（市道）旭町・森合町

線 

 旭町・森合町線 
（市道）太平寺・山口線～ＮＴＴ東

日本福島支店 
 金沢立子山線 国道４号～（一）大沢広表線 

 曾根田・三本木

線 
国道１３号～国道４号 

 日ノ下・新田ノ

目線 

（一）水原福島線～済生会福島総合

病院 
 中央１号線 国道１３号～（市道）中央４２号線 

 中央４２号線 
（市道）中央１号線～（市道）中央

２７号線 

 中央２７号線 
（市道）中央４２号線～福島西部病

院 

 早稲町・清明町

１号線 

（主）福島吾妻裏磐梯線～NHK 福島

放送局 

 中野・天王寺線 
（一）穴原十綱線～福島地方水道用

水供給企業団 

 矢剣町・鳥谷下

町線 
（一）水原福島線～福島ガス 

 栄町・上町線 国道１３号～東北電力福島支店 
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 鎌田・笹谷線 
（市道）舘１号線～国道１３号～

（株）帝北ロジスティックス 北倉庫 

 舘１号線 
（市道）鎌田・笹谷線～（市道）田

中・中家線 

 田中・中家線 
（市道）舘１号線～東福島駅（東福

島オフレールステーション） 

 中町・杉妻町線 
国道１３号～福島県警察本部～

（一）水原福島線 

 入江町８号線 
国道４号～（市道）豊田町・八島町

線 

 豊田町・八島町

線 

（市道）入江町８号線～（市道）八

島町４号線 

 八島町４号線 
（市道）豊田町・八島町線～福島赤

十字病院 

 荒井・あづま公

園線 
国道１１５号～あづま総合運動公園 

 笹谷中野線 
（一）折戸笹谷線～（主）上名倉飯

坂伊達線 

 池田・大名線 
東北自動車道（福島松川 SIC（上

り））～（主）土湯温泉線 

三春町道 三春病院１号線 
国道２８８号～（町道）三春病院２

号線 

 三春病院２号線 
（町道）三春病院１号線～三春町立

三春病院 

川俣町道 熊ノ宮・京田線 
国道１１４号～（町道）鶴東・鉄炮

町線 

 鶴東・鉄炮町線 
（町道）熊ノ宮・京田線～（町道）

五百田中道線 

 五百田中道線 
（町道）鶴東・鉄炮町線～川俣町役

場 

本宮市道 万世舞台線 国道４号～本宮市役所 

大玉村道 町-宮ノ前線 （村道）町尻-当地内線～大玉村役場 

 町尻-当地内線 
（一）石筵本宮線～（村道）入海-台

線 

 

種別 路線名 区間 

大玉村道 入海-台線 
（村道）町尻-当地内線～（村道）

町-宮ノ前線 

二本松市

道 
向原・上竹線 国道４５９号～（一）二本松安達線 

 金色区画街路２

５号線 

（一）二本松安達線～（市道）金色

区画街路２号線 

 金色区画街路２

号線 

（市道）向原・上竹線～（市道）金

色区画街路２５号線 

桑折町道 
２０２号駅前停

車場線 
国道４号～（町道）４００１号 
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 ４００１号線 
（町道）２０２号駅前停車場線～桑

折町役場 

伊達市道 大地内舟橋線 （一）伊達霊山線～伊達市役所 

郡山市道 赤沼方八町線 東部ニュータウンを結ぶ 

 咲田一桑野四丁

目線 

（市道）若葉桑野線～太田西ノ内病

院 
 桑野大槻線 国道４９号～（主）郡山矢吹線 

 庚坦原１３号線 
東北自動車道（郡山中央 SIC（下

り））～（主）郡山矢吹線 

 中ノ平東１号線 
東北自動車道（郡山中央 SIC（上

り））～（主）郡山矢吹線 
 向河原大町線 東部ニュータウンを結ぶ 

 本町開成線 
（主）郡山停車場線～福島中央テレ

ビ～国道４９号 

 桑野一丁目五丁

目線 
福島放送、今西病院、市役所を結ぶ 

 若葉桑野線 （一）荒井郡山線～国道４９号 
 荒井八山田線 国道４号～国道２８８号 

 笹川多田野線 
（主）郡山停車場線～（市道）荒井

八山田線 

 安積北井一丁目

１号線 

（市道）荒井八山田線～郡山国道事

務所 

 富田東五丁目八

山田西一丁目線 

（市道）荒井八山田線～郡山北警察

署 

 大町大槻線 
（主）小野郡山線～（主）郡山大越

線 
 根木屋鬼生田線 郡山東ＩＣ～国道２８８号 

 麓山一丁目久保

田線 

（主）郡山湖南線～（一）河内郡山

線 

 駅前一丁目中町

２号線 

（主）郡山停車場線～寿泉堂綜合病

院 
 虎丸町久保田線 （一）河内郡山線～ふくしま FM 

 多田野２号線 
（主）郡山湖南線～（市道）木置場

念仏坦線 

 木置場念仏坦線 
（市道）多田野２号線～逢瀬行政セ

ンター 

 向作１号線 
国道２８８号～（市道）昭和二丁目

八山田線 

 昭和二丁目八山

田線 

（市道）荒井八山田線～国道２８８

号（富久山バイパス） 

 日出山久保田線 
国道２８８号～（市道）久保田前田

１号線 
  国道４９号～（一）須賀川二本松線 

 久保田前田１号

線 

（市道）日出山久保田線～日本オイ

ルターミナル郡山営業所 
 西ノ宮西釜場線 （市道）桑野大槻線～郡山駐屯地 
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 下尾池上追池線 
国道４９号オンランプ～（市道）菖

蒲池卸一丁目線 

 菖蒲池卸一丁目

線 

国道４９号オフランプ～（市道）早

稲原卸一丁目線 

 早稲原卸一丁目

線 

国道４９号～（市道）卸三丁目１号

線 

 卸三丁目１号線 
（市道）早稲原卸一丁目線～（一）

荒井郡山線 

 南一丁目４号線 
（主）郡山停車場線～（市道）南二

丁目一丁目線 

 南二丁目一丁目

線 

（市道）南一丁目４号線～ビッグパ

レットふくしま 

須賀川市

道 
町１３０１号線 

国道１１８号～須賀川市役所長沼支

所 
 １５０４号線 国道１１８号～須賀川市役所 

 １２１４号線 
（一）須賀川二本松線～公立岩瀬病

院 

田村市道 堀之内線 
磐越自動車道（田村 SIC）～国道３

４９号 

小野町道 品ノ木・本町線 （主）小野郡山線～小野町役場 

鏡石町道 駅中央線 
（町道）仁井田・笠石線～国道４号

～鏡石町役場 

 鏡田１２１号線 
東北自動車道（鏡石 SIC（下り））

～（町道）鏡田１２４号線 

 鏡田１２４号線 
（町道）鏡田１２１号線～（町道）

鏡田５１０号線 

 鏡田５１０号線 
（町道）鏡田１２４号線～（一）下

松本鏡石停車場線 

 仁井田・笠石線 
東北自動車道（鏡石 SIC（上り））

～（町道）駅中央線 

玉川村道 小－７号線 国道１１８号～玉川村役場 

平田村道 １０１号線 国道４９号～平田村役場 

浅川町道 
大名大塚・背戸

谷地線 
（一）社田浅川線～浅川町役場 

古殿町道 桑原大作線 国道３４９号～古殿町役場 

白河市道 昭和町１６号線 国道２８９号～（主）白河羽鳥線 
 総合運動公園線 白河総合公園を結ぶ 
 昭和町南真舟線 国道４号～（主）白河羽鳥線 
 立石山線 白河市水道事業所を結ぶ 
 白河駅八竜神線 白河駅～総合運動公園 
 市役所中央線 国道２９４号～白河市役所 
 六反山弥次郎線 国道２９４号～白河厚生総合病院 

 奥州街道線 
（市道）西郷搦目線～（主）白河石

川線 

 老久保西郷線 
国道２８９号～（市道）西郷高山西

線 
 西郷高山西線 （市道）老久保西郷線～東北ガス 
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 城山線 
国道２９４号～（市道）道場小路金

勝寺線 

 

種別 路線名 区間 

泉崎村道 八丸・摺砂子線 （主）塙泉崎線～泉崎村役場 

棚倉町道 中居丸内線 棚倉町役場～（町道）広畑古町線 
 広畑古町線 （町道）中居丸内線～国道１１８号 
 舘ヶ丘崖ノ上線 棚倉消防署を結ぶ 
 磐城棚倉近津線 （町道）山際上手沢線～棚倉警察署 

 山際上手沢線 
国道１１８号～（町道）磐城棚倉近

津線 

矢吹町道 本町４号線 国道４号～会田病院 

西郷村道 ２０７８号 国道２８９号～（一）増見小田倉線 

鮫川村道 新宿広畑線 
（主）勿来浅川線～（村道）道少田

線 
 道少田線 （村道）道少田線～国道３４９号 

会津若松

市道 
幹Ⅰ－９号 

（主）会津若松裏磐梯線～会津若松

駅 

 幹Ⅰ－１１号 
（主）会津若松裏磐梯線～竹田綜合

病院 

 若３－２０６号 
（市道）幹Ⅱ－９号～会津若松市役

所 

 幹Ⅱ－９号 
国道１１８号～（市道）若３－２０

６号 

 幹Ⅰ－１２号 
国道１１８号～（主）会津若松裏磐

梯線 

 若３－２３７号 
（市道）幹Ⅰ－１２号～鶴ヶ城公園

多目的広場 

 町３－９１号 
（一）浜崎高野会津若松線～（市

道）町３－９３号 

 町３－９３号 
（市道）町３－９１号～会津若松市

上下水道局 

 門３－４８号 
国道１１８号～阿賀川河川国道事務

所 

 神３－１８１号 
国道４９号～（市道）神３－１１４

号 

 神３－１１４号 
（市道）神３－１８１号～（市道）

北３－５１号 

 北３－５１号 
（市道）神３－１１４号～（市道）

北３－３号 

 北３－３号 
（市道）北３－５１号～（市道）北

３－５９号 

 北３－５９号 
（市道）北３－３号～（株）大善 

リオンドール物流センターDC 倉庫 

磐梯町道 大寺小中野線 （主）猪苗代塩川線～磐梯町役場 

会津美里

町道 

町道１１００８

号線 

（一）会津高田会津本郷線～会津若

松警察署会津美里分庁舎 
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 町道１２００９

号線 
国道４０１号～会津美里町役場 

 新田・上新田線 
磐越自動車道（新鶴 SIC）～（主）

会津坂下会津高田線 

会津坂下

町道 
坂下南幹線 国道４９号～坂下厚生総合病院 

湯川村道 勝常王領線 
（一）浜崎高野会津若松線～（村

道）長瀞南線 
 長瀞南線 （村道）勝常王領線～湯川村役場 

 道の駅線 
国道４９号～道の駅あいづ湯川・会

津坂下 

三島町道 宮下名入線 （一）小栗山宮下線～宮下病院 

金山町道 谷地線 国道４００号～金山町役場 

喜多方市

道 
上高額桜が丘線 喜多方合同庁舎を結ぶ 

 押切西線 喜多方水道局を結ぶ 

 桜が丘稲村線 
国道１２１号～（市道）上高額桜が

丘線 

 桜ヶ丘１３号線 
（市道）上高額桜が丘線～喜多方合

同庁舎 

 東四ツ谷・新町

線 
喜多方市役所～ヘリポート（濁川） 

 下勝・北町線 
（一）喜多方停車場線～喜多方警察

署 

 上高額・桜ガ丘

線 

国道４５９号～市営ひばりヶ丘野球

場 

北塩原村

道 
北塩原役場線 国道４５９号～北塩原村役場 

西会津町

道 

松尾萱本停車場

線 

（一）大久保野沢停車場線～（町

道）小学校線 

 小学校線 
（町道）松尾萱本停車場線～西会津

町役場 

猪苗代町

道 
城南六角線 猪苗代町役場を結ぶ 

 猪苗代新町線 猪苗代町役場を結ぶ 

南会津町

道 
西町１号線 

（一）高陦田島線～南会津地方振興

局 

 後原丹藤線 
（一）高陦田島線～南会津町役場

（田島小中学校を結ぶ） 

 田島駅前線 
（一）会津田島停車場線～会津田島

駅 
 風下線 国道２８９号～びわのかげ運動公園 
 折橋・東荒井線 国道１２１号～（一）高陦田島線 

下郷町道 塩生大石５号線 国道２８９号～下郷町役場 

相馬市道 東部３１８号線 （主）相馬亘理線～相馬港湾建設事

務所 
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南相馬市

道 
駅東１２号線 （主）原町川俣線～相双地方振興局 

 西１３８号線 
常磐自動車道（南相馬鹿島 SIC）～

（主）相馬浪江線 

新地町道 富倉赤紫線 国道６号～（町道）原団地線 
 原団地線 （町道）富倉赤紫線～渡辺病院 
 中島谷地田線 （一）赤柴中島線～新地町役場 

広野町道 苗代替線 国道６号～広野町役場 

楢葉町道 仲丸線 
国道６号～双葉地方広域市町村圏組

合消防本部・富岡消防署楢葉分署 
 美シ森線 国道６号～Jビレッジ 

 ならはスマート

インター線 

常磐自動車道（ならは SIC）～

（主）いわき浪江線 

 北田・大谷線 
（主）いわき浪江線～（町道）鐘突

堂・山根線 
 鐘突堂・山根線 （町道）北田・大谷線～国道６号 

 

種別 路線名 区間 

富岡町道 小良ヶ浜線 国道６号～（町道）北郷会沢線 

 北郷会沢線 
（町道）小良ヶ浜線～（町道）関根

大原線 

 関根大原線 （町道）北郷会沢線～富岡町役場 
 関根小浜線 国道６号～（町道）合同庁舎線 
 合同庁舎線 （町道）関根小浜線～富岡消防署 

大熊町道 西２０号線 
常磐自動車道（大熊 IC）～（一）大

野停車場大川原線 

双葉町道 長塚・新山線 国道６号～双葉町役場 

浪江町道 新町辻前線 国道６号～双葉警察署浪江分庁舎 

飯舘村道 草野飯樋線 （主）原町川俣線～飯舘村役場 

いわき市

道 
榎町・九反田線 （主）小名浜平線～小名浜野球場 

 上・下湯長谷線 
（主）いわき石川線～（市道）五反

田２号線 

 五反田２号線 
（市道）上・下湯長谷線～福島県立

いわき湯本高等学校 

 三倉・尼子線 
（主）小名浜平線～（市道）好間

町・小島線 
 南町東荒田線 国道６号～（主）常磐勿来線 
 内郷平線 国道４９号～福島労災病院 

 田町・三崎線 
（主）いわき上三坂小野線～（市

道）三倉・尼子線 

 小太郎町・尼子

線 

（市道）十五町目・若葉台線～（市

道）好間町・小島線 

 長尾・仲山町線 
（市道）十五町目・若葉台線～市営

平野球場 

 十五町目・若葉

台線 
国道６号～国道３９９号 
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 久保・下矢田線 （一）江名常磐線～かしま病院 

 傾城・川平線 
（主）いわき上三坂小野線～（市

道）日渡・長槻線 

 日渡・長槻線 
（市道）傾城・川平線～常磐共同ガ

ス 
 番匠地下馬場線 （市道）内郷・平線～内郷消防署 

 掻槌小路・上柳

生線 

国道３９９号～（市道）旧城跡・白

銀町線 

 旧城跡・白銀町

線 

（市道）掻槌小路・上柳生線～松村

総合病院（移転後） 
 川部・錦線 （主）常磐勿来線～呉羽総合病院 

 好間町・小島線 
（主）いわき上三坂小野線～（市

道）三倉・尼子線 

 東田町・佐糠町

線 

（主）日立いわき線～（市道）植田

東部２１号線 

 植田東部２１号

線 

（市道）東田町・佐糠町線～植田小

学校グランド 
 辰巳町１号線 （一）小名浜港線～１－１号線 

 辰巳町４号線 
（一）小名浜港線～小名浜港湾建設

事務所 
 高山・松之中線 臨港道路１号線～小名浜駅 

川内村道 宮渡・町分線 
国道３９９号～富岡消防署 川内出張

所・川内村役場 

臨港道路 臨港道路１号線 臨港道路２号線～（市道）高山・松

之中線 

 臨港道路２号線 （一）小名浜港線～臨港道路１号線 

  （主）小名浜四倉線～（市道）辰巳

町１号線  
１－１号線 （市道）辰巳町１号線～道の駅「い

わき・ら・ら・ミュウ」 

 

（3）第３次確保路線 

種別 路線名 区間 

主要地方

道 

福島吾妻裏磐梯

線 

国道１３号～（主）上名倉飯坂伊達

線 
 矢吹天栄線 国道４号～白河消防署大信分署 

 棚倉鮫川線 
（一）磐城棚倉停車場線～棚倉土木

事務所 

 会津高田柳津線 
国道２５２号～会津坂下消防署柳津

出張所 

 会津坂下山都線 

（主）喜多方西会津線～（市道）小

原舘ノ原線（喜多方消防署山都分

署） 

 勿来浅川線 
（一）旅人勿来線～いわき市役所田

人支所 
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 矢吹小野線 
（主）古殿須賀川線～（一）母畑須

賀川線 

 小野四倉線 
国道３９９号～（一）神保停車場川

前線 

 白河石川線 
（一）南湖公園線～（一）母畑白河

線 

 本宮熱海線 
国道４９号～（一）磐梯熱海停車場

線 

 小野郡山線 
東部ニュータウン入口～（主）須賀

川三春線 

  （主）須賀川三春線～中田行政セン

ター 

 須賀川三春線 
（主）小野郡山線～（主）小野郡山

線 
 二本松金屋線 国道２８８号～（一）三春日和田線 

 那須西郷線 栃木県境～国道４号 

 伊王野白河線 栃木県境～国道２８９号 
 日立いわき線 （主）常磐勿来線～勿来土木事務所 
 小名浜四倉線 国道６号～小名浜消防署 

一般県道 
保原伊達崎桑折

線 
伊達中央消防署西分署を結ぶ 

 丸森梁川線 
国道３４９号～伊達中央消防署北消

防署 
 中野梍町線 国道３９９号～福島市役所飯坂支所 

 荒井郡山線 
喜久田行政センター～奥羽大学を結

ぶ 
 常葉芦沢線 国道２８８号～田村消防署常葉分署 
 玉川鏡石線 国道４号～（町道）笠石４８２号線 

 須賀川二本松線 
国道１１８号～東北電力須賀川電力

センター 

 母畑白河線 
（主）白河石川線～（一）高萩久田

野停車場線 

 久田野停車場線 
国道４号～（一）高萩久田野停車場

線 

 高萩久田野停車

場線 

（一）母畑白河線～（一）久田野停

車場線 
 社田浅川線 浅川町役場入口～石川消防浅川分署 

 母畑須賀川線 
（主）矢吹小野線～石川消防署玉川

分署 

 磐城棚倉停車場

線 
国道１１８号～（主）棚倉鮫川線 

 磐梯町停車場線 
（主）猪苗代塩川線～猪苗代消防署

磐梯出張所 

 熱塩加納山都西

会津線 

国道１２１号～喜多方市役所熱塩加

納総合支所 

 栗山舘岩線 
国道３５２号～南会津町役場舘岩総

合支所 
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 小川赤井平線 
国道３９９号～いわき市役所小川支

所 

 旅人勿来線 
（主）いわき上三坂小野線～（主）

勿来浅川線 

 甲塚古墳線 
（主）小名浜平線～東北電力いわき

電力センター 
 高久鹿島線 （主）小名浜平線～県立いわき公園 

 白岩久之浜線 
国道６号（久之浜バイパス）～

（一）四倉久之浜線 

 四倉久之浜線 

（一）白岩久之浜線～（市道）南荒

蒔・中町線（いわき市役所大久・久

之浜支所） 

 須賀川二本松線 
（市道）高倉坪沢三丁目線～日和田

行政センター 

 磐梯熱海停車場

線 

（主）本宮熱海線～（市道）熱海１

号線 

 大芦鹿島線 
（一）大芦鹿島線～（市道）中３０

０号線 

 三春日和田線 
（主）二本松金屋線～西田行政セン

ター 

 神俣停車場川前

線 

（主）小野四倉線～（市道）久保田

１号線 

福島市道 

南向台黒岩線

（都:小倉寺大森

線） 

国土交通省福島国道維持主張所を結

ぶ 

 泉・萱場線 国道１３号～福島消防署清水分署 

 南町・浅川線 
（市道）北八幡金山線～（市道）金

沢立子山線 

  国道１１５号～福島南消防署杉妻出

張所 

 神崎・田中内南

線 

国道１１５号～福島南消防署信夫分

署 

 北谷地・長畑線 
（主）福島吾妻裏磐梯線～福島市役

所吾妻支所 

 中町・北内町２

号線 

（一）水原福島線～福島市役所信夫

支所 
 旭町・霞町線 国道４号～福島競馬場 

 太平寺・山口線 
（市道）太平寺・山口線（２次）～

（市道）御山町・信夫山線 

 御山町・信夫山

線 

（市道）太平寺・山口線（３次）～

信夫山 

 中町・太田町線 
（一）水原福島線～（市道）太田

町・矢剣町２号線 

 太田町・矢剣町

２号線 

（市道）中町・太田町線～荒川運動

公園 

 矢剣町・鳥谷下

町線 

福島ガス～（市道）太田町・矢剣町

２号線 
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二本松市

道 
字町・五反田線 

（主）原町二本松線～安達北消防署

東和出張所 

 芳池・つつじ山

線 

国道４５９号～安達北消防署岩代出

張所 

伊達市道 西陣場北町線 国道３４９号～（市道）西裏２号線 

 西裏２号線 
（市道）西陣場北町線～伊達市役所

霊山総合支所 

 舘ノ腰町線 
国道３４９号～（市道）舘ノ腰西原

線 

 舘ノ腰西原線 
（市道）舘ノ腰町線～（市道）坂蔭

線 

 

種別 路線名 区間 

伊達市道 坂蔭線 
（市道）舘ノ腰西原線～伊達市役所月舘

総合支所 

 前川原線 国道３９９号～伊達市役所伊達総合支所 

 梁川駅前線 
（一）梁川霊山線～伊達市役所梁川総合

支所 

郡山市道 
高倉坪沢三

丁目線 
国道４号～（一）須賀川二本松線 

 伊賀河原西

柳作線 
国道４号～（市道）田池池ノ上線 

 田池池ノ上

線 

（市道）伊賀河原西柳作線～（市道）町

東二丁目十郎内線 

 町東二丁目

十郎内線 

（市道）田池池ノ上線～富田行政センタ

ー 

 上馬面下河

原線 

（一）荒井郡山線～（市道）下河原２号

線 

 下河原２号

線 

（市道）上馬面下河原線～喜久田行政セ

ンター 

 熱海１号線 
（一）磐梯熱海停車場線～熱海行政セン

ター 

 中町駅前一

丁目線 

（主）小野郡山線～ＮＴＴ東日本郡山支

店 

 安積成山線 
（市道）笹川多田野線～郡山消防署安積

分署 

須賀川市

道 

市１－１７

号 
須賀川土木事務所を結ぶ 

 市１－３８

号 
国道１１８号～須賀川消防署長沼分署 

田村市道 水神宮線 
（主）船引大越小野線～田村市役所大越

行政局 
 古道線 国道３９９号～田村市役所都路行政局 

白河市道 
道場小路金

勝寺線 
国道４号～（主）白河羽鳥線 

 駅前東線 新白河駅～国道２８９号 

鏡石町道 開拓中道線 鏡石消防署を結ぶ 
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 笠石４８２

号線 
鏡石消防署を結ぶ 

泉崎村道 
上野館中島

線 
矢吹消防署泉崎中島分署を結ぶ 

 中島関平線 矢吹消防署泉崎中島分署を結ぶ 

 桎内如信沢

線 
矢吹消防署泉崎中島分署を結ぶ 

 新田矢吹線 矢吹消防署泉崎中島分署を結ぶ 

棚倉町道 舘ケ丘線 棚倉消防署を結ぶ 

 上志宝一本

松線 
棚倉土木事務所を結ぶ 

 古町花園線 棚倉土木事務所を結ぶ 
 合同庁舎線 棚倉土木事務所を結ぶ 

矢吹町道 鍋内平鉢線 
（主）棚倉矢吹線～（町道）文京町１２

号線 

 文京町１２

号線 
（町道）鍋内平鉢線～矢吹消防署 

石川町道 １０４号 （主）飯野三春石川線～石川消防署 

 ２０１、４

０４７号 
（主）いわき石川線～石川土木事務所 

浅川町道 
山敷田背戸

谷地線 
（一）社田浅川線～石川消防署浅川分署 

会津若松

市道 

町３－３４

号 

（市道）町３－１１５号～国土交通省会

津若松出張所 

 町３－１１

５号 
国道４９号～（市道）町３－３４号 

 幹Ⅰ－９号 
（主）会津若松裏磐梯線～（市道）一箕

３－６２号 

 一箕３－６

２号 

（市道）幹Ⅰ－９号～会津大学短期大学

部 

 若３－４２

号 
東北電力会津若松支社を結ぶ 

 幹Ⅰ－２７

号 
国道４０１号～（主）会津若松裏磐梯線 

 幹Ⅱ－９号 
（市道）幹Ⅱ－９号（２次）～ＮＴＴ東

日本会津支店 
 幹Ⅰ－４号 国道 49号～（市道）一箕３－２４３号 

 一箕３－２

４３号 
（市道）幹Ⅰ－４号～会津大学 

喜多方市

道 

小原舘ノ原

線 

（主）会津坂下山都線～喜多方消防署山

都分署 

 五目赤崎線 
（一）熱塩加納山都西会津線～喜多方市

役所熱塩加納総合支所 

 塩川喜多方

線 

国道１２１号～喜多方市役所塩川総合支

所 

 役場前通り

線 

（主）喜多方西会津線～喜多方市役所山

都総合支所 
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 役場前線 
（一）山都柳津線～喜多方市役所高郷総

合支所 

 ひざわ湖線 
国道１２１号～大峠・日中総合管理事務

所 

猪苗代町

道 

東谷地八幡

線 
猪苗代水防センターを結ぶ 

南会津町

道 

小出・田島

線 

国道４０１号～（町道）舘跡五線～国道

４０１号 

 舘跡五線 
（町道）小出・田島線～南会津町役場伊

南総合支所 

 山口２４号

線 

国道２８９号～南会津町役場南郷総合支

所 

会津美里

町道 

農道４５４

号線 

国道４０１号～（町道）町道１３２５７

号線 

 町道１３２

５７号線 

（農道）農道４５４号線～会津美里消防

署 

南相馬市

道 
南町北町線 

（主）原町川俣線～東北電力相双電力セ

ンター 

 中３００号

線 

（一）大芦鹿島線～南相馬消防署鹿島分

署 

富岡町道 合同庁舎線 富岡消防署～富岡土木事務所を結ぶ 

いわき市

道 

三函・吹谷

線 

（主）いわき石川線～いわき市役所常磐

支所 

 中之町・根

岸線 

（主）いわき石川線～いわき市役所遠野

支所 

 八反田・平

太郎線 
国道４９号～（市道）中川原・外川原線 

 中川原・外

川原線 

（市道）八反田・平太郎線～いわき市役

所好間支所 

 南荒蒔・中

町線 

（一）四倉久之浜線～いわき市役所久之

浜・大久支所 

 上荒川・台

山線 
国道４９号～２１世紀の森公園 

 新町戸田線 四倉支所を結ぶ 

 久保田１号

線 

（一）神俣停車場川前線～いわき市役所

川前支所 

 荒神作・勝

負作線 
（一）高久鹿島線～県立いわき公園 

 

種別 路線名 区間 

いわき市

道 
久保田１号線 

（一）神俣停車場川前線～いわき市

役所川前支所 

 
荒神作・勝負作

線 
（一）高久鹿島線～県立いわき公園 

新地町道 駒ヶ嶺新地線 
（町道）富倉赤紫線～（町道）町民

グラウンド線 
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 別表２ （略） 

 別表３ （略） 

（新設） 

 

 

 町民グラウンド

線 

（町道）駒ヶ嶺新地線～新地町総合

運動公園 

 

 別表２ （略） 

 別表３ （略） 

別表４  

施 設 名 所 在 地 管 理 者 

福島県復興祈念公

園 

双葉町大字中野、大字中浜、大字両竹地内 

浪江町大字両竹、大字中浜地内 

福島県、 

国土交通省 
 

 

 

 

 

2-8 第１章第１ ８の新設に伴い追

加 

2-9 

 

第１  避難計画の策定 

（一部略） 

市町村は、                        

                              

     在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者

等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじ 

め、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすいように場所

に在宅避難者等の支援のための拠点を設置すること等、在宅避難

者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 

 

 １～４ （略） 

 ５ 指定避難所開設に伴う避難者救援措置に関する事項 

(1) 給水・給食措置 

   ア 飲料水・食料の備蓄 

飲料水・食料は避難生活に不可欠であることから、災

害が発生した場合に直ちにこれを提供できるよう避難所

として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考

えられる飲料水・食料の備蓄に努めるものとする。ま

た、指定避難所に飲料水・食料を備蓄しない場合は、避

難所が開設された場合に備えて、飲料水・食料の供給計

画を作成するものとする。 

     その際、アルファー米等の白米と牛乳アレルギー対応

ミルク等も備蓄し、必要な方に確実に届けるなど、食物

アレルギーを有する避難者など要配慮者の利用にも配慮

するものとする。 

イ 生活用水の確保 

第１  避難計画の策定 

（一部略） 

市町村は、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として

位置づけられた避難所についても、あらかじめ情報を把握する

とともに、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難

者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじ

め、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすいように場

所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置すること等、在宅

避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 

 

 １～４ （略） 

 ５ 指定避難所開設に伴う避難者救援措置に関する事項 

(1) 給水・給食措置 

   ア 飲料水・食料の備蓄 

飲料水・食料は避難生活に不可欠であることから、

災害が発生した場合に直ちにこれを提供できるよう避

難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必

要と考えられる飲料水・食料の備蓄に努めるものとす

る。また、指定避難所に飲料水・食料を備蓄しない場

合は、避難所が開設された場合に備えて、飲料水・食

料の供給計画を作成するものとする。 

      その際、アルファ化米等の白米と牛乳アレルギー対

応ミルク等も備蓄し、必要な方に確実に届けるなど、

食物アレルギーを有する避難者など要配慮者の利用に

も配慮するものとする。 

イ 生活用水の確保 

防災基本計画の修正による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称の適正化 
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     飲料水の他に、トイレや避難所の清掃、洗濯、器材の

洗浄などの用途に欠かせない「生活用水」の確保が必要

となることから、衛生的な水を早期に確保できるよう給

水タンク、貯水槽、井戸等の整備に努めるものとする。  

                                                      

                                   

                               

                 

     飲料水の他に、トイレや避難所の清掃、洗濯、器材の

洗浄などの用途に欠かせない「生活用水」の確保が必要

となることから、衛生的な水を早期に確保できるよう給

水タンク、貯水槽等の整備に努めるものとする。また、

地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・湧

水として活用するための登録制度、防災拠点施設・指定

避難所等における公共井戸の整備等により代替水源の

確保に努めるものとする。 

防災基本計画の修正による 

2-9 

 

 

第３ 指定避難所の指定 

 １ 指定一般避難所及び指定福祉避難所の指定 

 （1）～（5） （略） 

 （6）上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める。 

   ア 指定避難所における避難者１人当たりの必要面積は、

おおむね２  平方メートル以上とする。 

２～５ （略） 

６ 指定した避難所の運営・管理 

（1）～（2） （略） 

（3）指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マス

ク、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛

布、紙おむつ、生理用品等避難生活に必要な物資や感染症対

策に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。また、備蓄品

の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮するも

のとする。 

第３ 指定避難所の指定 

 １ 指定一般避難所及び指定福祉避難所の指定 

 （1）～（5） （略） 

 （6）上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める。 

  ア 指定避難所における避難者１人当たりの必要面積は、

おおむね３．５平方メートル以上とする。 

２～５ （略） 

６ 指定した避難所の運営・管理 

（1）～（2） （略） 

 （3） (削除) 

以下、附番の繰り上げ 

  

 

「避難生活における良好な生活環境

の確保に向けた取組指針」内閣府

（防災担当）、令和６年１２月改定

による 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正による 

備蓄について 2-11 第１章へ再配置 

2-10 表題関係機関名および第１の１（3）イ 

一社)福島県臨床衛生検査技師会 

 

表題関係機関名 

(一社)福島県臨床検査技師会 

名称の適正化 

2-10 第１ 医療（助産）救護体制の整備 

 １～３（略） 

 （新設） 

 ４～10（略） 

 

 

11 医療関係者に対する訓練等の実施 

第１ 医療（助産）救護体制の整備 

 １～３（略） 

 ４ 保健師等チームの整備 

県（健康衛生総室）は保健師等チームの構成員の人材育成

を図るとともに、資質の維持向上に努めるものとする。 

 （以下附番の適正化） 

12 医療関係者に対する訓練等の実施 

防災基本計画の修正による 
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（1）～（2）（略） 

（新設） 

（1）～（2）（略） 

（3）県（保健福祉部）は、平時から保健医療福祉活動チーム

と合同での訓練や研修、会議の開催等により、災害時の保

健医療福祉活動に係る関係者間の連携体制の構築や共通認

識の醸成に努めるものとする。 

2-11 

 

 

第 11 節 食料等の   調達･確保、防災資機材等の整備、 

廃棄物処理計画の策定及び罹災証明書発行体制の整備 

 

（節概要） 

県、市町村及び防災関係機関は、住民の生活を確保するため、

食料、飲料水等   及び確保に努めるとともに、災害発生時に

おける応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備、廃

棄物処理計画の策定及び罹災証明書発行体制の整備を図る。 

また、県民は、最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水等   

の備蓄に努めるとともに、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラ   

ジオ、乾電池等）を日ごろから備えておくものとする。 

 

 

第１（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 節 食料等の備蓄･調達･確保、防災資機材等の整備、 

廃棄物処理計画の策定及び罹災証明書発行体制の整備 

 

（節概要） 

県、市町村及び防災関係機関は、住民の生活を確保するた

め、食料、飲料水等の備蓄及び確保に努めるとともに、災害発

生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の

整備、廃棄物処理計画の策定及び罹災証明書発行体制の整備を

図る。 

また、県民は、最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水等

の備蓄に努めるとともに、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラ

ジオ、乾電池、貴重品類、その他必要最低限の日用品等の避難

の支障にならないもの）を日ごろから備えておくものとする。 

 

第１ 物資の備蓄 

 １ 物資の備蓄体制 

市町村は避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を保

有し、快適なトイレ環境の確保のための携帯トイレ、簡易ト

イレ、食料、飲料水、適温の食事のための炊き出し用具やキ

ッチン資機材、安眠確保のための段ボールベッド・エアベッ

ド等の簡易ベッド、毛布、プライバシー確保のためのパーテ

ィション、衛生促進のための入浴設備、洗濯設備、乳児用粉

ミルク又は乳幼児用液体ミルク、乳児・小児用おむつ、トイ

レットペーパー、生理用品のほか、マスクや消毒液等の感染

症対策に必要な物資及び医療機器蓄電装置等の医療的ケアを

行うために必要な機材等の避難生活に必要な物資を備蓄する

ものとし、これらの物資の備蓄状況については、年に１回、

広く住民に公表するものとする。この際、避難生活に必要な

物資の備蓄については、想定し得る最大規模の災害における

・防災基本計画の修正による 

 

・物資の備蓄の新設に伴う適正化 

 

・携行品の整理 
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第１ 食料、生活物資等の調達及び確保 

 （略） 

第２ 飲料水の確保 

 （略） 

第３ 物資輸送力の把握 

 （略） 

第４ 防災資機材等の整備 

 １ （略） 

 ２ 備蓄倉庫等の整備 

  市町村は、公用施設、公共施設、避難所等における食料

等の備蓄倉庫、防災資機材倉庫の整備に努めるとともに、

学校の空き教室等の活用についても検討を行うものとす

る。また、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、

あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとす

る。特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食

料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となる

想定避難者数と、それに対して必要となる備蓄量（最低３日

間、推奨１週間）を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目

指すよう努めるものとする。また、備蓄品の調達に当たって

は、要配慮者、女性、こどもに配慮するものとする。 

県（危機管理総室）は避難生活に必要な物資について、大

規模な災害が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時の

ようには実施できないという認識に立って、市町村が推計し

た想定し得る最大規模の災害における想定避難者数に対して

必要となる備蓄量（最低３日間、推奨１週間）と市町村によ

り備蓄される量とを勘案し、不足が懸念される物資や、市町

村の区域を越えた利用が想定される物資を備蓄するよう努め

るものとし、その備蓄状況については、年に１回、広く県民

に公表するものとする。 

 ２ 物資の備蓄状況の把握 

県（危機管理総室）及び市町村は、新物資システム（Ｂ－

ＰＬｏ）を活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ご

との備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更

新するなど、最新の情報を把握するものとする。 

第２ 食料、生活物資等の調達及び確保 

 （略） 

第３ 飲料水の確保 

 （略） 

第４ 物資輸送力の把握 

 （略） 

第５ 防災資機材等の整備 

 １ （略） 

 ２ 備蓄倉庫等の整備 

  市町村は、公用施設、公共施設、避難所等における食料

等の備蓄倉庫、防災資機材倉庫の整備に努めるとともに、

学校の空き教室等の活用についても検討を行うものとす

る。また、新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）等 を活用し、

あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとす

る。特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食

料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正による 
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よう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとす

る。 

第５ 災害廃棄物処理計画及び広域処理体制の確立 

１ 災害廃棄物処理計画の策定 

市町村は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針（以

下、「指針」という。）に基づき、適正処理を確保しつつ円滑

かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置

場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ゴミや仮設トイレ

のし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺

の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力のあり方等に

ついて、市町村災害廃棄物処理計画を策定し、具体的に示す

ものとする。 

県（環境保全総室）は、指針に基づき、適正処理を確保し

つつ円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、市町村に

対する技術的な支援内容、災害廃棄物処理に関する事務の一

部を実施する場合における廃棄物の処理体制、民間事業者等

との連携・協力のあり方等について、県災害廃棄物処理計画

を策定し、具体的に示すものとする。 

（新設）                                           

                              

                              

    

県（環境保全総室）及び市町村は、災害廃棄物に関する情

報のほか、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-

Net）、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、地域ブロッ

ク協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開す

る等、周知に努めるものとする。 

 ２ （略） 

第７ 罹災証明書発行体制の整備 

市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われ

るよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を

定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体

や                      民間団

体との   応援協定の締結、応援の受入体制の構築等を

よう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとす

る。 

第６ 災害廃棄物処理計画及び広域処理体制の確立 

 １ 災害廃棄物処理計画の策定 

市町村は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針（以

下、「指針」という。）に基づき、適正処理を確保しつつ円滑

かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置

場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ゴミや仮設トイレ

のし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺

の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力のあり方等に

ついて、市町村災害廃棄物処理計画を策定し、具体的に示す

ものとする。 

県（環境保全総室）は、指針に基づき、適正処理を確保し

つつ円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、市町村に

対する技術的な支援内容、災害廃棄物処理に関する事務の一

部を実施する場合における廃棄物の処理体制、民間事業者等

との連携・協力のあり方等について、県災害廃棄物処理計画

を策定し、具体的に示すものとする。 

県（環境保全総室）は、定期的に災害廃棄物処理に関する

研修、訓練を実施するとともに、必要に応じて、災害廃棄物

処理計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努めるもの

とする。 

県（環境保全総室）及び市町村は、災害廃棄物に関する情

報のほか、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-

Net）、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、地域ブロ

ック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開

する等、周知に努めるものとする。 

 ２ （略） 

第７ 罹災証明書発行体制の整備 

市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われ

るよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を

定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団

体、不動産鑑定士や行政書士の士業団体及びその他の民間

団体との災害時応援協定の締結、応援の受入体制の構築等

防災基本計画の修正による 
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計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実

施体制の整備に努めるものとする。また、効率的な罹災証

明書発行のため、当該業務を支援する、システムの活用に

ついて検討するものとする。 

県（危機管理総室）は、市町村に対し、住家被害の調査

の担当者のための研修機会の拡充等により、災害時の住家

被害の調査の迅速化を図るものとする。また、育成した調

査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や        

                    民間団体との  

  応援協定の締結等により、応援体制の強化を図るものと

する。さ らに、住家被害調査手法の県内統一について検討

するもの とする。 

を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の

実施体制の整備に努めるものとする。（削除） 

 

 

県（危機管理総室）は、市町村に対し、住家被害の調査

の担当者のための研修機会の拡充等により、災害時の住家

被害の調査の迅速化を図るものとする。また、育成した調

査の担当者の名簿への登録、他の地方公共団体、不動産鑑

定士や行政書士等の士業団体及びその他の民間団体との災

害時応援協定の締結等により、応援体制の強化を図るもの

とする。さらに、住家被害調査手法の県内統一について検

討するものとする。 

2-13 

 

第１ 一般県民に対する防災教育 

 １ 防災知識の普及啓発 

 （1）～（4） （略） 

 （5）地域防災力の向上 

県（危機管理総室、土木部関係各総室）や市町村は、地

域に根ざした防災教育の実施に努めるとともに、各種災害

におけるハザードマップや災害情報看板等を街頭や公共施

設などに設置するだけでなく、防災訓練時に積極的に活用

するなどして、地域全体の防災力の向上を図る 

また、地域の防災力を高めていくため、一般住民向けの

専門的・体系的な防災教育訓練の提供に努めるものとす

る。 

さらに、各地域において、防災リーダー       の 

              の育成等、自助・共助の取

組が適切かつ継続的に実施されるよう、気象防災アドバイ

ザー等の水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の

活用を図るものとする。 

第１ 一般県民に対する防災教育 

１ 防災知識の普及啓発 

 （1）～（4） （略） 

 （5）地域防災力の向上 

県（危機管理総室、土木部関係各総室）や市町村は、地

域に根ざした防災教育の実施に努めるとともに、各種災害

におけるハザードマップや災害情報看板等を街頭や公共施

設などに設置するだけでなく、防災訓練時に積極的に活用

するなどして、地域全体の防災力の向上を図る 

また、地域の防災力を高めていくため、一般住民向けの

専門的・体系的な防災教育訓練の提供に努めるものとす

る。 

さらに、各地域において、防災リーダー、避難生活支援

リーダー及びサポーターの育成・確保に努め、自助・共助

の取組が適切かつ継続的に実施されるよう、気象防災アド

バイザー等の水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門

家の活用を図るものとする。 

防災基本計画の修正による 

2-16 

 

 

第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供 

市町村は、避難行動要支援者について避難支援、安否の

確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から

保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名

簿を作成するものとする。また、名簿については、地域に

第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供 

市町村は、避難行動要支援者について避難支援、安否の確

認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保

護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿

を作成するものとする。また、名簿については、地域にお

防災基本計画の修正による 

 

 

 

 



福島県地域防災計画修正 新旧対照表（一般災害対策編） 別紙 

章-節  現行                       修正後                     修正理由 

38 

 

おける避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とす

る事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新す

るとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても

名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理

に努めるものとする。 

市町村は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、名

簿の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討す

るものとする。 

第３ （略） 

第４ 個別避難計画の策定 

１ 個別避難計画の作成 

市町村は、災害発生時に避難行動要支援者を適切に避難誘

導するため、防災担当部局や福祉担当部局の連携の下、福祉

専門職、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域住民、

ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報

に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避

難計画を作成するよう努めるものとする。この場合、例えば

積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留

意するものとする。また、被災者支援業務の迅速化・効率化

のため、個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよ

う積極的に検討するものとする。 

（以下略） 

２～４（略） 

５ （新設） 

 

 

 

 

第５ 社会全体で避難行動要支援者を支援する体制の構築 

市町村は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安

否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・

児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボ

ランティア等の多様な主体の協力を得ながら、平時より、

避難行動要支援者に関する情報の把握及び関係者との共有

ける避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする

事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新する

とともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名

簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に

努めるものとする。 

（削除） 

 

 

第３ （略） 

第４ 個別避難計画の策定 

１ 個別避難計画の作成 

市町村は、災害発生時に避難行動要支援者を適切に避難誘

導するため、防災担当部局や福祉担当部局の連携の下、福祉

専門職、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域住民、

ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報

に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避

難計画を作成するよう努めるものとする。この場合、例えば

積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留

意するものとする。（削除） 

 

 

（以下略） 

２～４（略） 

５ 個別避難計画の制度の周知・啓発 

県（危機管理総室、保健福祉総室）および市町村は、個別

避難計画の作成を促進するため、避難行動要支援者や避難支

援等に携わる関係者に対し、制度の周知・啓発等に努めるも

のとする。 

第５ 社会全体で避難行動要支援者を支援する体制の構築 

市町村は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安 

否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・ 

児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボ 

ランティア等の多様な主体の協力を得ながら、平時より、 

避難行動要支援者に関する情報の把握及び関係者との共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正による 
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に努めるとともに、情報伝達体制の整備、避難支援計画の

作成          、避難誘導体制の整備、避難訓

練の実施を図るものとする。 

第６ 社会福祉施設等における対策 

 １～３（略） 

 ４ 防災教育・防災訓練の充実 

  （一部略） 

  なお、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市

町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利

用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、水害

や土砂災害が発生するおそれがある場合における避難確保に

関する計画を策定し、それに基づき避難誘導等の訓練を実施

するものと                       

             する。 

第６～１０（略） 

第 11 避難所における要配慮者支援 

１～２（略） 

３ 災害派遣福祉チーム    の派遣体制の整備 

に努めるとともに、情報伝達体制の整備、避難行動要支援者

名簿及び個別避難計画の作成、避難誘導体制の整備、避難訓

練の実施を図るものとする。 

第６ 社会福祉施設等における対策 

 １～３（略） 

 ４ 防災教育・防災訓練の充実 

  （一部略） 

  なお、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市 

町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利 

用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、水害 

や土砂災害が発生するおそれがある場合における避難確保に 

関する計画を策定し、それに基づき避難誘導等の訓練を実施 

するものとし、計画の作成・修正及び訓練の実施結果につい

て、市町村に報告するものとする。 

第６～１０（略） 

第１１ 避難所における要配慮者支援 

１～２（略） 

３ 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣体制の整備 

 

 

 

 

 

水防法改正に伴う修正 

国土交通省 水防法 

https://www.mlit.go.jp/river/sui

bou/suibouhou.html 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正による 

本項以外も「災害派遣福祉チーム」

の後ろに（ＤＷＡＴ）と表記する 

2-17 

 

 

第１ ボランティア活動の意義 

   災害時におけるボランティア活動には、行政が実施すべき

応急対策の補完的な役割を果たすものと、被災者個人の生活

維持や再建を支援するものとがある。 

こうした意義を踏まえ、ボランティア活動が災害時におい

て効果的に生かされる方法等について検討を進めるため、県

（生活福祉総室）は、県社会福祉協議会等と平時から災害時

におけるボランティア活動への対応について協議を行うとと

もに、ボランティア関係団体との連絡調整体制の確立を図

る。 

なお、県（生活福祉総室）及び市町村は、「防災とボラン

ティアの日」（毎年 1月 17 日）及び「防災とボランティア週

間」（毎年 1月 15 日～21 日）を中心に、災害ボランティア

の意義や参加について啓発に努めるものとする。 

第１ ボランティア活動の意義 

災害時におけるボランティア活動には、行政が実施すべき

応急対策の補完的な役割を果たすものと、被災者個人の生活

維持や再建を支援するものとがある。 

こうした意義を踏まえ、ボランティア活動が災害時におい 

て効果的に生かされる方法等について検討を進めるため、県

（生活福祉総室）は、県社会福祉協議会等と平時から災害時 

におけるボランティア活動への対応について協議を行うとと

もに、ボランティア関係団体との連絡調整体制の確立を図

る。 

なお、県（生活福祉総室）及び市町村は、「防災とボランテ

ィアの日」（毎年 1月 17 日）及び「防災とボランティア週

間」（毎年 1月 15 日～21 日）を中心に、災害ボランティアの

意義や参加について啓発に努めるとともに、休暇の取得促

進、その他ボランティアによる防災活動への県民の参加を促

進するために必要な措置を講ずるものとする。 

防災基本計画の修正による 

 

https://www.mlit.go.jp/river/suibou/suibouhou.html
https://www.mlit.go.jp/river/suibou/suibouhou.html
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2-17 第３ ボランティアとの連携体制の整備 

 １（略） 

 ２ コーディネート体制の整備 

  （一部略） 

   県（       生活福祉総室）においては、県域にお

いて活動を行う災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等

の活動支援や活動調整を行う組織）の育成・機能強化に努

め、       当該災害中間支援組織や県域において災

害ボランティアセンターの運営を支援する者（県社会福祉協

議会等）との役割分担をあらかじめ定めるよう努めるととも

に～（略） 

 ３ ボランティア活動保険 

   県（生活福祉総室）、市町村、県社会福祉協議会、日本赤

十字社福島県支部は、  ボランティア活動中の事故や賠償

事故の保障に効果のあるボランティア活動保険の普及啓発を

図る。 

 ４ ボランティアとの連携体制の構築  

   （新設）                       

                          県

（       生活福祉総室）は、行政・ＮＰＯ・ボラン

ティア等の三者で連携し、平時の登録         

            、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修制度、災害時におけるボランティア活動の受

入れや調整 を行う体制、災害ボランティア活動の拠点の確

保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等に

ついて意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、    

          研修や訓練を通じて推進するものす

る。 

第３ ボランティアとの連携体制の整備 

 １（略） 

 ２ コーディネート体制の整備 

  （一部略） 

   県（危機管理総室、生活福祉総室）においては、県域にお

いて活動を行う災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等

の活動支援や活動調整を行う組織）の育成・機能強化に努

め、県（生活福祉総室）においては、県域において災害ボラ

ンティアセンターの運営を支援する者（県社会福祉協議会

等）との役割分担をあらかじめ定めるよう努めるとともに～

（略） 

 ３ ボランティア活動保険 

   県（生活福祉総室）、市町村、県社会福祉協議会、日本赤

十字社福島県支部は、災害ボランティア活動中の事故や賠償

事故の保障に効果のあるボランティア活動保険の普及啓発を

図る。 

 ４ ボランティアとの連携体制の構築  

   国（内閣府）は、被災者援護協力団体（ＮＰＯ、ボランテ

ィア団体等）の登録及びそのデータベースの整備を進め、県

（危機管理総室、生活福祉総室）は、行政・ＮＰＯ・ボラン

ティア等の三者で連携し、平時の登録を推進するとともに、

県（生活福祉総室）は、ボランティア活動や避難所運営等に

関する研修制度、災害時におけるボランティア活動の受入れ

や調整を行う体制、災害ボランティア活動の拠点の確保、活

動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について

意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、県社会福祉協

議会が実施する研修や訓練を通じて推進するものとする。 

現状危機管理総室においても、当該

業務を行っているため追加修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状危機管理総室においても、当該

業務を行っているため追加修正 

 

 

 

 

実施主体を記載 

 

2-20 

 

 

第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定 

   （略） 

 １ （略） 

 ２ 物流、物資配送等の災害対応業務 

   県（危機管理総室）は、民間の倉庫を支援物資の受け入 

れ拠点として位置づけ、事業者に物資の管理、受払い、運 

第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定 

  （略） 

１ （略） 

２ 物流、物資配送等の災害対応業務 

県（危機管理総室）は、民間の倉庫を支援物資の受け入 

れ拠点として位置づけ、事業者に物資の管理、受払い、運送

防災基本計画の修正による 
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送業務を委託するため、(公社)福島県トラック協会、福島 

県倉庫協会と災害時応援協定を締結し県災害対策本部に 

参画する体制を整備するものとする。また、災害時に物資の

輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速

やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点

を選定しておくよう努めるものとする。 

 

 

３ （略） 

４ 市町村と民間事業者等との協定締結 

  市町村は、地域の実情に応じて、県に準じ民間事業者・

団体との   応援協定を締結し、災害に備えること。 

（追加） 

 

業務を委託するため、(公社)福島県トラック協会、福島県倉

庫協会と災害時応援協定を締結し県災害対策本部に参画する

体制を整備するものとする。また、災害時に物資の輸送拠点

から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確

保できるよう、物資の輸送拠点を速やかに開設し、民間事業

者との災害時応援協定に基づいて輸送拠点での物資の受入

れ、車両の手配、輸送等を行う体制を速やかに整え、指定避

難所までの輸送体制を確保するものとする。 

３ （略） 

４ 市町村と民間事業者等との協定締結 

 市町村は、地域の実情に応じて、県に準じ民間事業者・ 

団体との災害時応援応援協定を締結し、災害に備えること。

また、県（危機管理総室）は市町村に対して災害時応援協定

を締結すべき相手方などについて適切に助言するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正による。 

 

  



福島県地域防災計画修正 新旧対照表（一般災害対策編） 別紙 

章-節  現行                       修正後                     修正理由 

42 

 

3 

 

 

担当部署の記載について 

○ 県の災害対応について 

・ 災害対策本部が設置される場合 

県では、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、

災害応急対策を円滑に実施するため、設置基準に基づいて災害対

策本部を設置し災害応急対応を実施する。 

災害対策本部には、各部局から派遣された職員で構成する災害対

策本部事務局各班と、平時の各部局・総室体制を基礎とする災害

対策本部 部・班が存在し、災害対策本部事務局各班と災害対策

本部 部・班が連携して災害応急対応を実施するものとする。 

なお、災害対策本部事務局各班は、所掌事務に係る各部各班と連

絡調整を行うとともに、事務の実施についての指示及び進捗状況

の把握を行う。 

・ 災害対策本部が設置されない場合 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合においても、その災

害や被害の規模等に応じて、警戒配備、特別警戒配備、特別警戒

本部体制など、災害対策本部を設置せずに災害応急対応を実施す

ることがあり、その場合は災害対策本部 部・班の基礎となる各

部局・総室において、平時の所掌事務に関係する災害応急対応を

実施することとする。 

 

 

 

 

○ 担当部署の記載について 

・ 第３章の担当部署の記載について 

第３章災害応急対策計画では、第１節第２ １(1)の県災害対

策本部が設置された場合を想定して、県の災害発生時の業務に

ついて、災害応急対応の主体となる部署を明記した。 

しかし、県災害対策本部を設置せず災害応急対応を実施する

場合もあり、その場合は各部・班体制の記載は各総室に読み替

え、災害対策本部事務局各班の記載は危機管理総室ほか関係各

総室と読み替えて対応する。 

ただし、明記した部署が中心となって災害予防対策を進める

担当部署の記載について 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

第３章災害応急対策計画では、第１節第２ １(1)の県災害

対策本部が設置された場合を想定して、県の災害発生時の業

務について、災害応急対応の主体となる部署を明記した。 

しかし、県災害対策本部を設置せず災害応急対応を実施す

る場合もあり、その場合は各部・班体制の記載は各総室に読

み替え、災害対策本部事務局各班の記載は危機管理総室ほか

関係各総室と読み替えて対応する。 

ただし、明記した部署が中心となって災害予防対策を進め

第２章序文にて災害対応体制、災害

対策本部等に説明しているため、本

章は「担当部署の記載について」を

残し削除（図表等も削除）。 

※ 災害対策本部は設置されていないので、

災害対策本部 部・班としてではなく、そ

の基礎となる各部局・総室として対応す

る。 
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こととなるが、その他の部署においても、関係する業務につい

て積極的に災害応急対応に取り組むこととする。 

 

ることとなるが、その他の部署においても、関係する業務に

ついて積極的に災害応急対応に取り組むこととする。 

3-1 

 

 

第２ 県の活動体制（県災害対策本部） 

 １～６（略） 

 ７ 県災害対策本部組織 

 （1） （略） 

   ア 福島県災害対策本部組織編成表

 

 

(2) 県災害対策本部事務局組織 

（略） 

 ア （略） 

班及び構成 

総括班（総員３９名） 

＜ユニット＞ 

  ① 指揮調整ユニット  

② 企画調整ユニット 

③ 庁内連携ユニット 

④ 受援連携ユニット  

 ＜構成員＞ 

第２ 県の活動体制（県災害対策本部） 

 １～６（略） 

 ７ 県災害対策本部組織 

 （1） （略） 

   ア 福島県災害対策本部組織編成表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県災害対策本部事務局組織 

 （略） 

 ア （略） 

班及び構成 

総括班（総員３９名） 

＜ユニット＞ 

  ① 指揮調整ユニット  

② 企画調整ユニット 

③ 庁内連携ユニット 

④ 受援連携ユニット  

 ＜構成員＞ 

図を見やすく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編に伴う、再配置及び適正化 
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  班 長：災害対策課長 

  副班長：消防保安課長、危機管理課主幹、災害対策課主幹 

  班 員： 

(ユニットリーダーの管理職) 

   消防保安課副課長１名、原子力安全対策課主幹１名 

   企画調整部及び病院局から各１名 

(ユニットリーダーの主任主査又は主査) 

   危機管理課、消防保安課及び災害対策課から各１名 

   企画調整部から２名、総務部から１名 

(その他の者) 

   災害対策課及び原子力安全対策課から各３名 

   危機管理課から２名、消防保安課から１名、         

企画調整部から３名総務部、生活環境部、保健福祉部及び土木部から各２名 

   商工労働部、農林水産部、文化スポーツ局、出納局及び教育庁から各１名 

避難支援班（総員２４名） 

 ＜ユニット＞ 

  ① 避難アセスメントユニット 

② 避難支援ユニット 

 ＜構成員＞ 

班 長：生活環境総務課長 

  副班長：避難者支援課長、技術管理課長 

  班 員： 

(ユニットリーダーの主任主査又は主査) 

   災害対策課から１名 

   避難地域復興局及び土木部から各１名 

(その他の者) 

   消防保安課から３名 

原子力安全対策課から２名 

危機管理課及び災害対策課から各１名 

   生活環境部から３名、教育庁から２名 

 企画調整部、保健福祉部、観光交流局、農林水産部、土木部及び企業局から

各１名 

  班 長：災害対策課長 

  副班長：消防保安課長、危機管理課主幹、災害対策課主幹 

  班 員： 

(ユニットリーダーの管理職) 

   消防保安課副課長１名、原子力防災課主幹１名 

   企画調整部及び病院局から各１名 

(ユニットリーダーの主任主査又は主査) 

   危機管理課、消防保安課及び災害対策課から各１名 

   企画調整部から２名、総務部から１名 

(その他の者) 

   災害対策課       から ３名 

   危機管理課、消防保安課及び原子力安全総室から各２名 

企画調整部から３名総務部、生活環境部、保健福祉部及び土木部から各２名 

   商工労働部、農林水産部、文化スポーツ局、出納局及び教育庁から各１名 

避難支援班（総員２４名） 

 ＜ユニット＞ 

  ① 避難アセスメントユニット 

② 避難支援ユニット 

 ＜構成員＞ 

班 長：生活環境総務課長 

  副班長：避難者支援課長、技術管理課長 

  班 員： 

(ユニットリーダーの主任主査又は主査) 

   災害対策課から１名 

   避難地域復興局及び土木部から各１名 

(その他の者) 

   消防保安課から３名、災害対策課及び原子力安全総室から各２名 

   

   生活環境部から３名、教育庁から２名 

 企画調整部、保健福祉部、観光交流局、農林水産部、土木部及び企業局から

各１名 
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情報班（総員３９名） 

＜ユニット＞ 

  ① 即報作成・広報ユニット 

② 人的被害・住家被害情報ユニット  

③ インフラ被害情報ユニット 

④ 問合せ対応ユニット 

 ＜構成員＞ 

班 長：危機管理課長 

  副班長：県民広聴室長、企業総務課長、統計課主幹 

  班 員： 

(ユニットリーダーの管理職) 

   総務部及び生活環境部から各１名 

(ユニットリーダーの主任主査又は主査) 

   保健福祉部、農林水産部、土木部、病院局、企業局及び教育庁から各１名 

(その他の者) 

   災害対策課から３名、消防保安課から２名 

   危機管理課及び原子力安全対策課から各１名 

   生活環境部、農林水産部及び教育庁から各３名 

   総務部、観光交流局、土木部及び出納局から各２名 

 企画調整部、病院局及び企業局から各１名 

活動支援班（略） 

 

 

 

 

 

 

被災者支援班  

＜ユニット＞ 

（略） 

＜構成員＞ 

班 長：災害対策課主幹 

副班長：建築指導課主幹、土木部管理職、総務部管理職 

（以下略） 

情報班（総員３９名） 

＜ユニット＞ 

  ① 即報作成・広報ユニット 

② 人的被害・住家被害情報ユニット  

③ インフラ被害情報ユニット 

④ 問合せ対応ユニット 

 ＜構成員＞ 

班 長：危機管理課長 

  副班長：県民広聴室長、企業総務課長、統計課主幹 

  班 員： 

(ユニットリーダーの管理職) 

   総務部及び生活環境部から各１名 

(ユニットリーダーの主任主査又は主査) 

   保健福祉部、農林水産部、土木部、病院局、企業局及び教育庁から各１名 

(その他の者) 

   災害対策課から３名、消防保安課から２名 

   危機管理課及び原子力安全総室から各１名 

   生活環境部、農林水産部及び教育庁から各３名 

   総務部、観光交流局、土木部及び出納局から各２名 

 企画調整部、病院局及び企業局から各１名 

活動支援班 （略） 

 

 

 

 

 

 

被災者支援班 

＜ユニット＞ 

（略） 

＜構成員＞ 

班 長：災害対策課主幹 

副班長：建築総室管理職、土木部管理職、総務部管理職 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築指導課民間借り上げ担当の業務

が終結するため 
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物資班（総員３３名） 

＜ユニット＞ 

  ① 物資調整ユニット 

② 要請・調達ユニット 

③ 輸送調整ユニット 

＜構成員＞ 

班 長：商工総務課長 

  副班長：農林総務課長、出納総務課長 

  班 員： 

(ユニットリーダーの主任主査又は主査) 

 生活環境部及び商工労働部から各２名 

      企画調整部及び農林水産部から各１名 

(その他の者) 

    危機管理課から２名、災害対策課から１名 

      企画調整部及び商工労働部から各４名 

      農林水産部から３名 

      総務部、保健福祉部、こども未来局及び教育庁から各２名 

  観光交流局及び出納局から各１名 

原子力班（総員３０名） 

 ＜ユニット＞ 

  ① 原子力災害対策ユニット 

② 発電所監視ユニット 

③モニタリングユニット 

 ＜構成員＞ 

班 長：原子力安全対策課長 

  副班長：放射線監視室長、原子力安全対策課主幹 

  班 員： 

(ユニットリーダーの主任主査等) 

 原子力安全対策課から３名、放射線監視室から１名 

 

 

(その他の者) 

   原子力安全対策課から１８名、放射線監視室から６名 

 

物資班（総員３３名） 

＜ユニット＞ 

  ① 物資調整ユニット 

② 要請・調達ユニット 

③ 輸送調整ユニット 

＜構成員＞ 

班 長：商工総務課長 

  副班長：農林総務課長、出納総務課長 

  班 員： 

(ユニットリーダーの主任主査又は主査) 

 生活環境部及び商工労働部から各２名 

      企画調整部及び農林水産部から各１名 

(その他の者) 

    消防保安課、災害対策課及び原子力安全総室から各１名 

      企画調整部及び商工労働部から各４名 

      農林水産部から３名 

      総務部、保健福祉部、こども未来局及び教育庁から各２名 

  観光交流局及び出納局から各１名 

原子力班（総員２０名） 

 ＜ユニット＞ 

  ① 原子力災害対策・モニタリングユニット 

② 発電所監視ユニット 

（削除） 

 ＜構成員＞ 

班 長：原子力防災課長 

  副班長：原子力安全対策課長 

  班 員： 

  （ユニットリーダーの管理職） 

   原子力安全総室から３名 

(ユニットリーダーの主任主査等) 

 原子力安全総室から１名 

(その他の者) 

    原子力安全総室から１４名 
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警察班 （略） 

 

プロジェクトチーム （略） 

 

(ｱ)～(ｴ)（略） 

 イ 略） 

 ウ ユニットリーダー及び分掌事務 

  (ｱ) （略） 

 (ｲ) 避難支援班 

  （略） 

ユニット リーダー 分掌事務 

避難アセ

スメント

ユニット 

生活環境総務課

長 

避難者支援課長 

技術管理課長 

１ 被災住民の避難経路及び移動手段の確保に係

る市町村への支援の必要性の把握に関するこ

と。 

２ 避難所に係るアセスメント（人数、男女別、

年齢構成、配慮が必要な者等）の実施及び保健

福祉部保健福祉医療調整本部等との情報共有に

関すること。 

３ 避難所毎に必要な食料、生活支援物資、医療

及び通信設備等の支援ニーズの把握とその提供

に係る調整に関すること。 

４ 避難所運営に係る応援職員への研修及び当該

活動に係る応援職員への支援に関すること。 

５ 県外を含む広域避難に係る調整に関するこ

と。 

６ 避難所における事故等の把握と対応に関する

こと。 

７ 避難支援班の総括に関すること。 

避難支援ユニ

ット（略） 

  

  (ｳ)～(ｴ)（略） 

 

  (ｵ)被災者支援班 

   （略） 

警察班 （略） 

 

プロジェクトチーム （略） 

 

(ｱ)～(ｴ)（略） 

 イ（略） 

 ウ ユニットリーダー及び分掌事務 

  (ｱ)（略） 

 (ｲ) 避難支援班 

   （略） 

ユニット リーダー 分掌事務 

避難アセ

スメント

ユニット 

生活環境総務課

長 

避難者支援課長 

技術管理課長 

１ 被災住民の避難経路及び移動手段の確保に係

る市町村への支援の必要性の把握に関するこ

と。 

２ 避難所に係るアセスメント（人数、男女別、

年齢構成、配慮が必要な者等）の実施及び保健

福祉部保健医療福祉調整本部等との情報共有に

関すること。 

３ 避難所毎に必要な食料、生活支援物資、医療

及び通信設備等の支援ニーズの把握とその提供

に係る調整に関すること。 

４ 避難所運営に係る応援職員への研修    

              に関すること。 

５ 県外を含む広域避難に係る調整に関するこ

と。 

６ 避難所における事故等の把握と対応に関する

こと。 

７ 避難支援班の総括に関すること。 

避難支援ユニ

ット（略） 

  

  (ｳ) ～(ｴ)（略） 

 

  (ｵ)被災者支援班 

   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称の適正化 

 

 

 

 

・避難支援ユニットにも同様の内容

の記載があるため削除 

 

・マニュアル上は、応援職員の支援

に関しては、避難支援ユニットが対

応する 
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ユニット リーダー 分掌事務 

借上住宅ユニット 避難地域復興局管理職 

建築指導課主幹 

１ 賃貸型応急住宅制度

の構築、周知及び市町村

説明会の開催に関するこ

と。 

２ 賃貸型応急住宅の契

約事務に係る建築班への

応援に（削除）関するこ

と 

 

(ｶ)（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニット リーダー 分掌事務 

借上住宅ユニット 避難地域復興局管理職 

建築総室管理職 

１ 賃貸型応急住宅制度

の構築、周知及び市町村

説明会の開催に関するこ

と。 

２ 賃貸型応急住宅の契

約事務に関すること 

 

 

 

(ｶ)（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築指導課民間借り上げ担当（建築

班）の業務が終結するため 
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  (ｷ) 原子力班 

   （略） 

  (ｸ)（略） 

ユニット リーダー 分掌事務 

原子力災害

対策     

      

     

原子力安全対策

課主任主査 

 

１ 原子力災害における緊急事態応急対策の基

本方針の調整に関すること。 

２ 原子力災害における緊急事態応急対策の

総合調整に係る事務局長の補佐に関するこ

と。 

３ 原子力災害特別措置法に基づく通報連絡に

関すること。 

４ 原子力防災緊急時連絡網システムに関する

こと。 

５ 収集した情報に係る各班、関係機関、市町

村等への共有に関すること。 

６ プラント状況等に係る一般住民への広報調

整に関すること。 

７ 原子力現地災害対策本部との連絡調整に関

すること。 

８ 原子力災害に係る要員及び資機材の調整に

関すること。 

９ 原子力災害における屋内退避及び避難等の

防護措置の調整に関すること。 

（新設） 

10 原子力班の総括に関すること。 

 

発電所監視

ユニット 

（新設）   

       

       

       

原子力安全対策

課主任主査  

１ 原子力発電所の状況等に関する情報の収集

及び共有に関すること。 

２ 原子力事業者との連絡調整に関すること。 

モニタリン

グユニット 

放射線監視室主

任主査等 

１ 緊急時モニタリングに関すること。 

  (ｷ) 原子力班 

   （略） 

ユニット リーダー 分掌 

原子力災害

対策・モニ

タリングユ

ニット 

原子力防災課長 

原子力安全総室

管理職 

１ 原子力災害における緊急事態応急対策の

基本方針の調整に関すること。 

２ 原子力災害における緊急事態応急対策の

総合調整に係る事務局長の補佐に関するこ

と。 

３ 原子力災害特別措置法に基づく通報連絡

に関すること。 

４ 原子力防災緊急時連絡網システムに関す

ること。 

５ 収集した情報に係る各班、関係機関、市町

村等への共有に関すること。 

６ プラント状況等に係る一般住民への広報

調整に関すること。 

７ 原子力現地災害対策本部との連絡調整に

関すること。 

８ 原子力災害に係る要員及び資機材の調整

に関すること。 

９ 原子力災害における屋内退避及び避難等

の防護措置の調整に関すること。 

10 緊急時モニタリングに関すること。 

11 原子力班の総括に関すること。 

 

発電所監視

ユニット 

原子力安全対策

課長 

原子力安全総室

管理職 

原子力安全対策

課主任主査等 

１ 原子力発電所の状況等に関する情報の収

集及び共有に関すること。 

２ 原子力事業者との連絡調整に関するこ

と。 

（削除） 

  (ｸ)（略） 

 

 

組織改編に伴う修正（事務分掌は、

災害対策本部規程より転記） 
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  エ（略） 

（3）部・班事務分掌 

  （略） 

  ア （略） 

  イ 特定事務分掌 

総務部（略） 

危

機

管

理

部 

危

機

管

理

班 

１ 部内の連絡調整に関すること   

２ 危険物の規制、高圧ガスの保安、火薬類の取締等に関す

ること 

 

（
新
設
） 

 

（新設） 

 

 

 

 

企画調整部～生活環境部（略） 

保

健

福

祉

部 

健

康

衛

生

班 

1～10（略）  

11 医薬品その他衛生材料の確保及び配分に関すること。   

                             

           

 

12～19（略）  

 

商工労働部～農林水産部（略） 

土

木

部 

建

築

班 

１～４（略） 

５ 賃貸型応急住宅に関すること（契約事務等）。（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ（略） 

（3）部・班事務分掌 

  （略） 

  ア （略） 

  イ 特定事務分掌 

総務部（略） 

危

機

管

理

部 

危

機

管

理

班 

１ 部内の連絡調整に関すること。  

２ 危険物の規制、高圧ガスの保安、火薬類の取締等に関す

ること。 

 

 

 

１ 原子力安全対策に関する総合調整に関すること。（原子

力災害対策本部設置時は、災害対策本部事務局が実施す

る。） 

２ 原子力災害に関する業務支援及び助言に関すること。 

 

原
子
力
安
全
班 

企画調整部～生活環境部（略） 

保

健

福

祉

部 

健

康

衛

生

班 

1～10（略）  

11 医薬品その他衛生材料の確保及び配分に関すること。（統

括災害薬事コーディネーターによる医薬品等の調整及び薬剤

師の派遣調整等を含む。） 

 

12～19（略）  

 

商工労働部 

土

木

部 

建

築

班 

１～４（略） 

（削除） 

以下、附番の切り上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月１日付けで「福島県災

害薬事コーディネーター設置要綱」

を定め、「福島県保健医療福祉調整

本部設置要綱」を改定し、保健医療

福祉調整本部の構成員に統括災害薬

事コーディネーター、保健医療福祉

調整地方本部の構成員に地域災害薬

事コーディネーターを加えたことに

よる修正 

 

 

建築指導課民間借り上げ担当の業務

が終結するため 
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～その他委員会事務局（略） 

 （4）災害対策地方本部組織  

  ウ 災害対策地方本部事務分掌 

（ｲ） 実働班 

  ｂ 特定事務分掌 

（5） （略） 

保健福祉班 

 

８                                

                医薬品その他衛生材料の確保及

び・配分に関すること。 

～その他委員会事務局（略） 

 （4） 

  ウ 災害対策地方本部事務分掌 

（ｲ） 実働班    

ｂ 特定事務分掌 

（5） （略） 

保健福祉班 

 

８ 地域災害薬事コーディネーターによる薬剤師の派遣調整、派遣

された薬剤師との連絡調整及び医薬品その他衛生材料の確保・配

分に関すること。 

 

 

 

 

「福島県災害薬事コーディネータ

ー」に関する修正と同様 

3-3 第１ 気象特別警報・警報・注意報等について 

１ 定義と種類について 

（1）（略） 

（2）種類 

 ア～ウ（略） 

 エ 情報 

（ｱ）～（ｸ）（略） 

（新設） 

  オ その他 

   火災気象通報 

   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１気象特別警報・警報・注意報等について 

１ 定義と種類について 

（1）（略） 

（2）種類 

 ア～ウ（略） 

 エ 情報 

（ｱ）～（ｸ）（略） 

（ｹ）火災気象通報 

  （略） 

  （削除） 

項目の適正化 
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3-3 第１ 気象特別警報・警報・注意報等について 

 （別表１）（略） 

 （別表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１ 気象特別警報・警報・注意報等について 

 （別表１）（略） 

 （別表２） 

 

時点修正 

  



福島県地域防災計画修正 新旧対照表（一般災害対策編） 別紙 

章-節  現行                       修正後                     修正理由 

53 
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 （別表３）（略） 

（別表４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表３）（略） 

 （別表４） 
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3-3 第２ 被害状況等の収集、報告 

 １ 被害状況等の調査・収集 

 （一部略） 

  特に、大規模な災害が発生した時、又は発生が予想される 

時は、天候状況を勘案しながら、必要に応じヘリコプター、 

船艇等による目視、撮影及びビデオ等の画像情報を活用し、 

早期かつ適切な情報の収集に努める。（新設） 

 

 

 

 

２～３（略） 

 ４ 被害区分別報告系統  

 （1）～（15）（略） 

第２ 被害状況等の収集、報告 

１ 被害状況等の調査・収集 

（一部略） 

特に、大規模な災害が発生した時、又は発生が予想される

時は、天候状況を勘案しながら、必要に応じヘリコプター、

船艇等による目視、撮影及びビデオ等の画像情報を活用し、

早期かつ適切な情報の収集に努める。また、国が整備する航

空機、無人航空機、ＳＡＲ衛星を含む人工衛星等の多様な情

報収集手段や画像情報収集・連絡システムから得られる情報

を活用し、情報収集に努めるものとする。 

（略） 

 ２～３（略） 

 ４ 被害区分別報告系統  

 （1）～（15）（略） 

防災基本計画の修正による 
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 （16）電話・電力施設被害 

 

 

 

 （16）電話・電力施設被害 社名の変更による 

3-3 第２  被害状況等の収集、報告 

５  報告の種類等 

(1) 市町村から県への報告 

ア （略） 

イ 報告の様式 

  (ｱ) 報告様式は別に定める被害報告様式によるものとす

る。 

 

（別表５）高潮警報・注意報基準 

            令和４年５月２６日現在 

（以下略） 

第２  被害状況等の収集、報告 

５  報告の種類等 

(1) 市町村から県への報告 

ア （略）  

イ 報告の様式 

   (ｱ) 報告様式は消防組織法第 40 条に基づく災害報告取扱

要領及び火災・災害等即報要領によるものとする。 

 

 （別表５）高潮警報・注意報基準 

            令和７年５月２９日現在 

  （以下略） 

県から国への報告要領に準ずる 

3-4 

 

 

第４ 東日本電信電話（株）福島支店の措置 

１ （略） 

 ２ 東日本電信電話（株）の無線の運用 

第４ ＮＴＴ東日本（株）福島支店の措置 

 １ （略） 

 ２ ＮＴＴ東日本（株）の無線の運用 

社名の変更による 

3-5 第５ 県と防災関係機関との事前協議 

（略） 

 １ 日本赤十字社福島県支部との委託契約 

「災害救助業務委託契約書」 

災害救助法により県の行う        医療、助産、

死体の処理を日本赤十字社福島県支部に委託する契約で、 

昭和 58 年４月１日に締結している。 

第５ 県と防災関係機関との事前協議 

（略） 

 １ 日本赤十字社福島県支部との委託契約 

   「災害救助法に基づく業務委託契約書」 

災害救助法により県の行う避難所の設置、医療及び助産、

死体の処理を日本赤十字社福島県支部に委託する契約で、

令和７年３月 12 日に締結している。 

昭和 58 年に締結した「災害救助法

に基づく業務委託契約書」を解除

し、新たに「災害救助法に災害救助

業務委託契約書」を令和７年３月 12

日に締結したことによる修正 

3-9 

 

 

第１ 避難指示等の発令 

１ 避難の実施機関 

（1）(略) 

(2)避難指示等の要否を検討すべき情報 

  （略） 

【参考】キキクル（警報の危険度分布）等の概要（表内） 

洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）※ 

指定河川ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）

の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を

第１ 避難指示等の発令 

１ 避難の実施機関 

（1）(略) 

(2) 避難指示等の要否を検討すべき情報 

  （略） 

【参考】キキクル（警報の危険度分布）等の概要（表内） 

洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河

川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本電信電話電信電話(株)福島支店 ＮＴＴ東日本電信電話(株)福島支店 
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概ね 1km ごとに 5段階に色分けして示す情報。3 時間先まで

の流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新してお

り、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるか

を面的に確認することができる。 

（追加） 

 

 

 

第２（略） 

 

第３ 避難の誘導 

 １～３（略） 

 ４ 避難順位及び携行品の制限 

 ５ 避難道路の通行確保 

 ６ 避難道路の通行確保 

第４ 避難行動要支援者対策 

 １（略） 

 ２ 避難及び避難誘導 

 （1）～（4） （略） 

 （新設） 

地図上で河川流路を概ね 1km ごとに 5段階に色分けして示す情

報。3時間先までの流域雨量指数の予測を用 いて常時 10 分ご

とに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危

険度が高まるかを面的に確認することができる。また、大河川

で洪水のおそれがあるときに発表される指定河川洪水予報や国

管理河川の危険度分布（水害リスクライン）についても表示し

ており、中小河川とあわせて危険度を確認することができる。 

 

第２（略） 

 

第３ 避難の誘導 

 １～３（略） 

（削除） 

 ４避難道路の通行確保 

 ５避難道路の通行確保 

第４ 避難行動要支援者対策 

 １（略） 

 ２ 避難及び避難誘導 

（1）～（4） （略） 

（5）個別避難計画の策定 

県（危機管理総室）及び市町村は、個別避難計画の作成を

促進するため、避難行動要支援者や避難所支援等に携わる関

係者に対し、制度の周知、啓発等に努めるものとする。 

  また、県（危機管理総室）は市町村における個別避難計画

に係る取組に関して、事例や留意点などの提示、研修会や

訓練等の取組を通じた支援に努めるものとする。 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

・避難順位については、第３章第 22

節要配慮者対策において対応が整理

されているため削除 

 

・携行品について、第２章 11 節冒

頭文へ整理するため削除 

 

附番の適正化 

 

 

 

防災基本計画の修正による 

3-9 

 

 

第５ 広域的な避難対策 

 １ 県内市町村間の避難調整 

 （1） （略） 

 （2）被災市町村の役割 

被災した市町村は、広域避難の際、同一市町村及び同一

地域コミュニティ単位で避難所に入所できるよう、住民に

対して避難先の割り当てを周知するとともに、避難するた

めの手段を持たない被災者のために、県（災害対策本部避

第５ 広域的な避難対策 

１ 県内市町村間の避難調整 

（1） （略） 

（2）被災市町村の役割 

被災した市町村は、広域避難の際、同一市町村及び同一

地域コミュニティ単位で避難所に入所できるよう、住民に

対して避難先の割り当てを周知するとともに、避難するた

めの手段を持たない被災者のために、県（災害対策本部避

防災基本計画の修正による 



福島県地域防災計画修正 新旧対照表（一般災害対策編） 別紙 

章-節  現行                       修正後                     修正理由 

59 

 

難支援班）と協力し輸送手段を調達する。 

また、                      

               開設した避難所には可能

な限り職員を配置し、避難者の状況把握に努める 

 （3）受入元市町村の役割 

       広域避難を受け入れる市町村は、避難所の開設や被災市

町村と協力して避難所の運営を行            

                      う。 

難支援班）と協力し輸送手段を調達する。 

また、受入先の市町村との間で、被災住民に関する情

報の共有を確実に行うものとし、開設した避難所には可能

な限り職員を配置し、避難者の状況把握に努める。 

 （3）受入元市町村の役割 

広域避難を受け入れる市町村は、避難所の開設や被災市

町村と協力して避難所の運営を行い、受け入れた被災住民

に対し、必要な支援情報を提供するものとする。 

3-10 

 

 

第１ 避難所の設置 

 １ （略） 

 ２ 市町村長の措置 

 （1） （略） 

 （2）避難所の周知 

市町村長は、避難所を開設した場合において、速やかに

地域住民に周知するとともに、特定の避難所に避難者が集

中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページや

アプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑

状況を周知する等、避難の円滑化に努めるものとする。 

また、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避

難所の開設状況等                    

                        を適切

に県（災害対策本部避難支援班）をはじめ警察、自衛隊、海

上保安庁等関係機関に連絡する。県はその情報を国（内閣府

等）に共有するよう努めるものとする。 

 （3）避難所における措置 

  ア～オ（略） 

  カ 感染症対策 

   市町村は、防災担当部局と保健福祉部局が連携して、新型

ウイルス感染症を含む感染症対策として、（以下略） 

 （4）（略） 

（5）その他の施設の利用 

市町村長は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する

場合又は新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策とし

て、（以下略） 

第１ 避難所の設置 

 １ （略） 

 ２ 市町村長の措置 

 （1） （略） 

 （2）避難所の周知 

市町村長は、避難所を開設した場合において、速やかに

地域住民に周知するとともに、特定の避難所に避難者が集

中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページや

アプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑

状況を周知する等、避難の円滑化に努めるものとする。 

また、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、

避難所の開設状況等とともに、指定避難所については当該

避難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを適切

に県（災害対策本部避難支援班）をはじめ警察、自衛隊、

海上保安庁等関係機関に連絡する。県はその情報を国（内

閣府等）に共有するよう努めるものとする。 

 （3）避難所における措置 

  ア～オ（略） 

  カ 感染症対策 

    市町村は、防災担当部局と保健福祉部局が連携して、感

染症対策として、（以下略） 

 （4）（略） 

（5）その他の施設の利用 

市町村長は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する

場合又は感染症対策として、 

（以下略） 

防災基本計画の修正による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の統一 
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3-10 

 

 

第２ 避難所の運営 

 １～２ （略） 

 ３ 避難所での生活の長期化が見込まれる場合の対策 

 （1） （略） 

（2）市町村は、避難所における生活環境が、人としての尊厳

が守られ、常に良好なものであるよう努めるものとする。

そのため、避難所開設当初から            

パーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置す

る                         

                              

       よう努めるとともに、食事供与の状況、   

トイレの設置状況                               

   等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保

状況、範囲ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び

利用頻度、洗濯の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養

士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の

確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難

者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、栄養

バランスの取れた適温の食事や入浴、洗濯等の生活に必要

となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を

講じるよう努めるものとする。 

 （以下略） 

 ４ 男女共同参画の視点に基づく避難所運営 

   市町村は、避難所の運営における女性       の参

画を推進するとともに、男女のニーズの違い等被災者一人 

一人の多様な視点 に配慮する              

     ものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣

室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配

付、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による避

難所の安全性の確保                   

  など、女性や子育て家庭、       のニーズに配

慮した避難所の運営管理に努めるものとする。 

第２ 避難所の運営 

 １～２ （略） 

 ３ 避難所での生活の長期化が見込まれる場合の対策 

 （1） （略） 

（2）市町村は、避難所における生活環境が、人としての尊厳

が守られ、常に良好なものであるよう努めるものとする。

そのため、避難所開設当初からプライバシー確保のための

パーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置す

ることや、栄養バランスのとれた適温の食事を提供できる

よう、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調理

器具や食料を確保することに努めるとともに、快適なトイ

レの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設

置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずるものとする。

また、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の

頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理状況など、避

難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等

の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、

必要な措置を講ずるものとする。 

 （以下略） 

 

 

 

 

 ４ 男女共同参画の視点に基づく避難所運営 

   市町村は、避難所の運営における女性や子育て家庭の参

画を推進するとともに、男女のニーズの違い等被災者一人

一人の多様な視点への配慮やこども・若者の居場所の確保

に努めるものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣

室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配

付、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による

避難所の安全性の確保、キッズスペースや学習スペースの

設置など、女性や子育て家庭、こども・若者のニーズに配

慮した避難所の運営管理に努めるものとする。 

防災基本計画の修正による 
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3-11 

 

 

第２ 医療（助産）救護体制 

 １ 県 

（1）～（5）（略） 

（6）（一部略）この調整は災害医療コーディネーター と連携

して実施するものとし、医療情報が途絶することがないよう、県

内外の被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう

努めるものとする。 

（7）～（10）（略） 

(11)（新設） 

 

第２ 医療（助産）救護体制 

 １ 県 

（1）～（5）（略） 

（6）（一部略）この調整は災害医療コーディネーター等と連携

して実施するものとし、医療情報が途絶することがないよう、県

内外の被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう

努めるものとする。 

（7）～（10）（略） 

(11)県（保健医療福祉調整本部、健康衛生班）は必要に応

じ、政府対策本部（「特定災害対策本部、非常災害対策本

部又は緊急災害対策本部」をいう。）に対し、被災地域内

の港湾における船舶を活用した医療活動及び傷病者の搬送

を要請するものとする。 

薬剤師の派遣調整及び受入調整は災

害薬事コーディネーターの参画によ

り実施するため 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正による 

3-11 第４ 医薬品等の確保 

 １ 県（健康衛生班） 

 (1) 県は、「福島県災害時医薬品等供給マニュアル」により市

町村、医療機関等から医薬品等の供給 要請があった場合

は、福島県医薬品卸組合及び福島県医療機器販売業協会との

委託契約に基づき、                  

卸幹事営業所に供給要請を行うとともに、数量が不足するな

どの不測の事態が発生した場合には、 二次的供給にあたる

その他の営業所に供給要請を行うものとする。 

第４ 医薬品等の確保 

 １ 県（健康衛生班） 

 (1) 県は、「福島県災害時医薬品等供給マニュアル」により市

町村、医療機関等から医薬品等の供給 要請があった場合

は、福島県医薬品卸組合及び福島県医療機器販売業協会との

委託契約に基づき、災害薬事コーディネーターの参画により

卸幹事営業所に供給要請を行うとともに、数量が不足するな

どの不測の事態が発生した場合には、 二次的供給にあたる

その他の営業所に供給要請を行うものとする。 

「福島県災害薬事コーディネータ

ー」に関する修正と同様 

（医薬品等の供給管理は災害薬事コ

ーディネーターの参画により実施す

る） 

3-13 （担当機関） 

(    警察本部、               福島海上

保安部                              

                 ） 

（担当機関） 

(土木部、警察本部、、東北地方整備局、福島運輸支局、福島海上

保安部、東日本高速道路(株)東北支社、(公社)福島県トラック協

会、(公社)福島県バス協会、各道路管理者) 

次項の（3）交通マネジメントを追

加するにあたり、必要な実施機関を

追加 

3-13 第２ 交通規制措置 

 １（略） 

２ 被災地域への流入抑制と交通規制の実施 

（1）～（2）（略） 

（3）（新規） 

 

 

 

第２ 交通規制措置 

 １（略） 

２ 被災地域への流入抑制と交通規制の実施 

（1）～（2）（略） 

（3）交通マネジメント 

ア 東北地方整備局は、応急復旧時に、渋滞緩和や交通抑

制により、復旧活動、経済活動及び日常生活への交通混

雑の影響を最小限に留めることを目的に、交通システム

第 2次交通政策基本計画（R3～R7：

R3.5.28 閣議決定）において、「災

害時の道路交通マネジメント」につ

いて、地域防災計画に位置付けする

ことを明記されたため 
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（3）緊急通行車両に係る確認手続 

(4) 緊急通行車両等の事前届出・確認手続 

マネジメント及び交通需要マネジメントからなる交通マ

ネジメント施策の包括的な検討・調整等を行うため、

「災害時交通マネジメント検討会（以下、「検討会」と

いう。）」を組織する。 

イ 県は、市町村の要請があったとき又は自ら必要と認め

たときは、東北地方整備局に検討会の開催を要請するこ

とができる。 

ウ 検討会において協議・調整を図った交通マネジメント

施策の実施にあたり、検討会の構成員は、自己の業務に

支障のない範囲において構成員間の相互協力を行う。 

エ 前項の調整結果が出された場合、第 6節に定める広報

はこれによることを基本とする。 

オ 検討会の構成員は、平時から、あらかじめ連携に必要

な情報等を共有する。 

※交通システムマネジメント：道路の交通混雑が想定される

箇所において実効性を伴う通行抑制や通行制限を実施するこ

とにより、円滑な交通を維持する取組 

※交通需要マネジメント：自動車の効率的な利用や公共交通

機関への利用転換など、交通行動の変更を促して、発生交通

量の抑制や集中の平準化などの交通需要の調整を行うことに

より、道路交通の混雑を緩和していく取組 

 

（4）緊急通行車両に係る確認手続 

（5）緊急通行車両等の事前届出・確認手続 

3-14 

 

 

第６ 保健所の指揮調整機能支援 

県（保健医療福祉調整本部）は、保健医療福祉調整地方本

部の応援要請に基づき、災害時健康危機管理支援チーム（Ｄ

ＨＥＡＴ）や      を派遣する。 

また、他都道府県からの災害時健康危機管理支援チーム

（ＤＨＥＡＴ）や保健師 チームの応援が必要と判断した場

合、厚生労働省健康局健康課に応援派遣に関する調整を依頼

する。 

（追加） 

 

第６ 保健所の指揮調整機能支援 

   県（保健医療福祉調整本部）は、保健医療福祉調整地方本

部の応援要請に基づき、災害時健康危機管理支援チーム（Ｄ

ＨＥＡＴ）や保健師等チームを派遣する。 

また、他都道府県からの災害時健康危機管理支援チーム

（ＤＨＥＡＴ）や保健師等チームの応援が必要と判断した場

合、厚生労働省健康局健康課に応援派遣に関する調整を依頼

する。 

加えて、国（厚生労働省）又は被災都道府県からの要請に

基づき、被災地方公共団体の保健医療福祉調整本部及び保健

防災基本計画の修正による 
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所の総合調整等の円滑な実施や被災者の健康管理を応援する

ため、可能な限り災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡ

Ｔ）や保健師等チーム等の応援派遣を行うものとする。 

3-15 

 

第２ し尿処理 

 １～２ （略） 

 ３ 処理対策 

 （1）避難所でのし尿処理 

水洗トイレの使用の可否等の状況によるが、原則として

水を確保することにより下水道機能を活用して、処理する

ことを原則とする。 

また、必要に応じて仮設トイレを早期に設置し、避難所

の衛生環境の確保を図るとともに、簡易トイレ、トイレカ

ー、トイレトレーラー         等のより快適な

トイレの設置に配慮するよう努めるものとする。この場合

において、トイレの機種は、高齢者・障がい者等に配慮し

たものの選定に努める。 

  （以下略） 

第２ し尿処理 

 １～２ （略） 

 ３ 処理対策 

 （1）避難所でのし尿処理 

水洗トイレの使用の可否等の状況によるが、原則として

水を確保することにより下水道機能を活用して、処理する

ことを原則とする。 

また、必要に応じて仮設トイレを早期に設置し、避難所

の衛生環境の確保を図るとともに、簡易トイレ、トイレカ

ー、トイレトレーラー、コンテナ型トイレ等のより快適な

トイレの設置に配慮するよう努めるものとする。この場合

において、トイレの機種は、高齢者・障がい者等に配慮し

たものの選定に努める。 

  （以下略） 

令和７年度に「自立式コンテナ型水

洗トイレ」を導入のため 

3-16 第５ 支援物資等の支援体制 

県（災害対策本部物資班）及び市町村は、避難者の生活 

の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活必 

需品等を効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分 

配を行えるよう、関係機関は、その備蓄する物資・資機材 

の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支

援システム等を活用して情報共有を図り、相互に協力するよ

う努めるものとする。なお、被災地で求められる物資は、 

時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物 

資の調達に留意するものとし、避難所における感染症拡大 

防止に必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじ 

め、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含め 

るなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニ 

ーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。 

また、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資

調達・輸送調整等支援システム等を用いて備蓄状況の確認を

行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を

第５ 支援物資等の支援体制 

県（災害対策本部物資班）及び市町村は、避難者の生活

の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活必

需品等を効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分

配を行えるよう、関係機関は、その備蓄する物資・資機材

の供給や物資の調達・輸送に関し、新物資システム（Ｂ－

ＰＬｏ）を活用して情報共有を図り、相互に協力するよ 

う努めるものとする。なお、被災地で求められる物資は、

時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物

資の調達に留意するものとし、避難所における感染症拡大

防止に必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじ

め、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含め

るなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニ

ーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。 

また、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に新物

資システム（Ｂ－ＰＬｏ）を用いて備蓄状況の確認を行うと

ともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やか

防災基本計画の修正による 
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速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先

や開設手続きを関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を

含め、速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。 

に開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設

手続きを関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、

速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。 

3-18 第２ 賃貸型応急住宅等の提供 

１ 賃貸型応急住宅の提供 

県（災害対策本部被災者支援班、建築班）は～（略） 

第２ 賃貸型応急住宅等の提供 

１ 賃貸型応急住宅の提供 

県（災害対策本部被災者支援班）は～（以下略） 

建築指導課民間借り上げ担当の業務

が終了するため。 

3-19 

 

第２  遺体の捜索 

１  （略） 

２ 災害救助法適用の場合の捜索活動 

（略） 

(1) (略) 

(2) 費用、期間等は、福島県災害救助法施行細則別表第１

「災害救助法による救助の程度、方法及び期間」による。 

第２  遺体の捜索 

１  （略） 

２  災害救助法適用の場合の捜索活動 

（略） 

(1) (略) 

(2) 費用、期間等は、福島県災害救助法施行細則第５条の

定めるところによる。 

令和６年１２月６日福島県災害救助

法施行細則一部改正により別表１を

削除したため 

3-19 

 

第４  遺体の火葬・埋葬 

 １ (略) 

２  災害救助法を適用した場合の遺体の火葬・埋葬の基準 

(1)～(3) (略) 

(4)費用・期間等 

 ア (略) 

イ  支出できる費用 

福島県災害救助法施行細則別表第１「災害救助法によ

る救助の程度、方法及び期間」による。 

第４  遺体の火葬・埋葬 

 １ (略) 

２  災害救助法を適用した場合の遺体の火葬・埋葬の基準 

(1)～(3) (略) 

(4)費用・期間等 

     ア (略) 

イ  支出できる費用 

福島県災害救助法施行細則第５条の定めるところによ

る。 

令和６年１２月６日福島県災害救助

法施行細則一部改正により別表１を

削除したため。 

3-21 

 

 

第２ 応急教育対策 

 １～９（略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 応急教育対策 

 １～９（略） 

 10 被災地における学びの確保 

 （1）県教育委員会は、避難生活中の学習支援や児童生徒の心

のケア等、災害時の学校運営に関する専門的な知識や実践的

な対応能力を備える教職員等を育成し、県内外の大規模災害

時には、被災地域の学校教育の早期復旧を支援することを目

的として「福島県災害時学校支援チーム（HOPE－F）」を派遣

する。 

（2）県教育委員会は、県内において大規模災害が発生した場

合、被災地域の学校教育の早期再開を目指すため、必要に応

じて国（文部科学省）が構築する被災地学び支援派遣等枠組

・防災基本計画の修正による 

・県の政策の進展による追加修正 
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 10 私立学校（略） 

み（D-EST）を活用する。 

 11 私立学校（略） 

3-22 

 

 

第１ 要配慮者に係る対策 

 １～２（略） 

 ３ 県（災害対策本部避難支援班、保健医療福祉調整本部、生

活福祉班）は、被災市町村からの要請があったときや、被害

状況等を総合的に勘案し避難所等に福祉専門職員の派遣を行

う必要があると認めるときは、あらかじめ締結した「福島県

災害派遣福祉チームの派遣に関する協定書」に基づき、社会

福祉施設等に対して、直接又は県と福祉関係団体で構成する

福島県広域災害福祉支援ネットワーク協議会を通じて、災害

派遣福祉チーム      員の派遣を要請し、避難所等  

          において要配慮者のスクリーニングや

福祉ニーズの把握、応急的な介護支援を行う。（追加） 

第１ 要配慮者に係る対策 

 １～２（略） 

 ３ 県（災害対策本部避難支援班、保健医療福祉調整本部、生

活福祉班）は、被災市町村からの要請があったときや、被害

状況等を総合的に勘案し避難所等に福祉専門職員の派遣を行

う必要があると認めるときは、あらかじめ締結した「福島県

災害派遣福祉チームの派遣に関する協定書」に基づき、社会

福祉施設等に対して、直接又は県と福祉関係団体で構成する

福島県広域災害福祉支援ネットワーク協議会を通じて、災害

派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）員の派遣を要請し、避難所等

（在宅・車中泊避難を含む）において要配慮者のスクリーニ

ングや福祉ニーズの把握、応急的な介護支援を行う。また、

他の都道府県が被災した際には必要に応じ、被災地域内にお

ける福祉的支援及びその支援を円滑に行うための総合調整等

の支援に努め、被災都道府県から要請があった場合は、災害

派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の応援派遣を行うものとする。 

防災基本計画の修正による 

3-23 第１ ボランティア団体等の受入れ 

１ ボランティアの受入れ 

大災害が発生した場合、県（生活福祉班）及び市町村は、

ボランティアを必要とする応急対策の内容及び場所の把握に

努め、日本赤十字社福島県支部奉仕団、各種ボランティア団

体等からの協力申し入れ等があった場合には、迅速かつ的確

に受入れるものとする。 

また、              ボランティアの受入

れ、活動調整等について、日本赤十字社福島県支部     

        県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議

会、県内のボランティア団体、災害中間支援組織（ＮＰＯ・

ボランティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整

を行う組織）      等へ協力を依頼するとともに、一

般ボランティアのコーディネートを行う  ボランティアセ

ンターを、市町村    及び県             

                     単位に設置し 

第１ ボランティア団体等の受入れ 

１ ボランティアの受入れ 

大災害が発生した場合、県（生活福祉班）及び市町村は、ボ

ランティアを必要とする応急対策の内容及び場所の把握に努

め、日本赤十字社福島県支部奉仕団、各種ボランティア団体等

からの協力申し入れ等があった場合には、迅速かつ的確に受入

れるものとする。 

また、県（生活福祉班）及び市町村は、ボランティアの受入

れや、活動調整等について、日本赤十字社福島県支部と情報共

有し、必要に応じて県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議

会、県内のボランティア団体（災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボ

ランティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整 を

行う組織）を含む。）等へ協力を依頼するさらに市町村は一般

ボランティアのコーディネートを行う災害ボランティアセンタ

ーを市町村単位に設置し、県（生活福祉総室）は情報の集約や

市町村支援等の必要に応じて、県社会福祉協議会に設置し、対

県と市町村のボランティアの受入れ

及び活動調整について適正化 
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対応に当たるものとする。 

第２（略） 

 

第３ ボランティア活動保険の加入促進 

   県（生活福祉班）及び市町村、             

       は、ボランティア活動保険への加入について広報

等を通じて呼びかける。 

応に当たるものとする。 

第２（略） 

 

第３ ボランティア活動保険の加入促進 

   県（生活福祉班）、市町村、県社会福祉協議会及び日本赤

十字社福島県支部は、ボランティア活動保険への加入につい

て広報等を通じて呼びかける。 

3-24 

 

 

第１ 危険物施設応急対策 

 １～４（略） 

 ５ 県（災害対策本部各班）、市町村その他防災関係機関の対

応 

（1）災害情報の収集及び報告 

市町村長は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況

の実態を的確に把握するとともに、県（災害対策本部情報

班）、その他関係機関に災害発生の速報を行い、被害の状況

に応じて逐次中間報告を行う。（追加） 

第１ 危険物施設応急対策 

１～４（略） 

５ 県（災害対策本部各班）、市町村その他防災関係機関の対

応 

（1）災害情報の収集及び報告 

市町村長は、被災現地に職員を派遣する等により被災状

況の実態を的確に把握するとともに、県（災害対策本部情

報班）、その他関係機関に災害発生の速報を行い、被害の状

況に応じて逐次中間報告を行う。また、収集した画像情報

について、防災ｌｏＴシステム等を活用し、関係機関の間

で迅速な共有に努める。 

防災基本計画の修正による 

3-25 

 

 

第１  災害救助法の適用 

  １ （略） 

２  災害救助法適用における留意点 

(1)～(3) （略） 

(4)（新設） 

第１  災害救助法の適用 

 １ （略） 

２  災害救助法適用における留意点 

(1)～(3) （略） 

(4)サイバー攻撃やシステム障害等により、電力、通信、交

通、水道等における大規模インフラ障害が長期間継続する

場合においては、①停電その他のライフラインの機能停止

等による住家の実質的な機能不全、②主要インフラ施設等

における電源用燃料の枯渇に伴う機器の停止による国民の

生命、身体の脅威等の被害が生じ得ることから、災害対策

基本法上の「大規模な事故」により生ずる被害として、災

害と取り扱われるものである。 

このため、多数の者が生命に危害を受けるおそれがあ

り、かつ一定地域の多数の者が継続して避難することが想

定される大規模インフラ障害についても、災害救助法の救

助の対象に含まれる。 

「社会的影響が特に深刻な大規模イ

ンフラ障害への対応の基本的考え方

について」（令和７年７月社会的影

響が特に深刻な大規模インフラ障害

への対応に係る関係府省連絡会議決

定）が発出されたため 
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3-25 

 

 

第４  災害救助法による救助の種類等 

１  救助の種類 

救助の種類は次に掲げるとおりであり、「救助の対象」、

「費用の限度額」、「期間」等については、資料編のとおりで

ある。 

(1)～(8)（略） 

（新設） 

(9) 被災した住宅の応急修理 

(10)生業に必要な資金の給与又は貸与 

(11)学用品の給与 

(12)埋葬 

(13)死体の捜索 

(14)死体の処理 

(15)災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木

等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

(16)応急救助のための輸送 

(17)応急救助のための賃金職員等 

なお、災害発生のおそれ段階での救助として国費負担

の対象となるのは、上記の内、(1)避難所の設置、(16)

応急救助のための輸送、(17)応急救助のための賃金職員

等となる。 

２ （略） 

３  迅速な救助の実施 

県及び市町村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実

施体制の構築に向けて、あらかじめ救助に必要な施設、設

備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制

度や救助実施市制度の積極的な活用により役割分担を明確

化するなど、調整を行っておくものとする。 

４ （新設） 

第４  災害救助法による救助の種類等 

１  救助の種類 

救助の種類は次に掲げるとおりであり、「救助の対象」、

「費用の限度額」、「期間」等については、資料編のとおりで

ある。 

(1)～(8)（略） 

(9)福祉サービスの提供 

(10)被災した住宅の応急修理 

(11)生業に必要な資金の給与又は貸与 

(12)学用品の給与 

(13)埋葬 

(14)死体の捜索 

(15)死体の処理 

(16)災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木

等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

(17)応急救助のための輸送 

(18)応急救助のための賃金職員等 

なお、災害発生のおそれ段階での救助として国費負担

の対象となるのは、上記の内、(1)避難所の設置、(17)

応急救助のための輸送、(18)応急救助のための賃金職員

等となる。 

２ （略） 

３  迅速な救助の実施 

県及び市町村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施

体制の構築に向けて、あらかじめ救助に必要な施設、設備、

人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度によ

る役割分担を明確化するなど、調整を行っておくものとす

る。 

４  救助の実施の委任 

災害救助法第 13 条の規定により、救助を迅速に行うため

必要があると認めるときは、救助の実施に関する事務の一部

を市町村長に委任することができる。 

県から市町村への委任については、災害救助法が適用され

令和７年６月災害救助法一部改正に

より救助の種類に「福祉サービスの

提供」が追加されたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助実施市制度の対象は、地方自治

法上の指定都市であり、県内に要件

を満たす市はないため削除 

 

 

県地域防災計画においては、「あら

かじめ（略）事務委任制度による役

割分担を明確化するなど、調整を行

うものとする。」と規定されてきて

いることから、災害救助法業務の県

と市町村との業務分担の明確化を行
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た都度、委任する事務の内容及び当該事務を行う期間を市町

村に通知するものとする。 

県から委任の通知を受けた場合において市町村は、救助に

関して県から委任を受けた救助について実施するものとす

る。 

なお、市町村へ委任する事務の内容は原則として、次の表

のうち市町村の業務の欄に丸を付した項目とする（県及び市

町村の両業務に丸を付した項目については、県は、複数の市

町村間での調整及び国・他都道府県との広域的な調整、県の

協定に基づく物資等の確保等の業務を実施するものとす

る。）。ただし、災害の規模及び態様、市町村の被災による行

政機能の状況等により、以下の表によりがたい場合は市町村

と協議の上、別に定める。 

１．避難所及び福祉避難所の設置 

実施項目 県の業務 市町村の業

務 

・避難所の開設及び閉所  ○ 

・避難者名簿、救助実施記録

日計票の作成及びその集計 

 ○ 

・避難所の開設期間中の施設

の維持管理 

 ○ 

・避難所における避難者数の

把握 

 ○ 

・避難所の警備業務（警備業

務委託実施に係る特別協議を

除く） 

 ○ 

・避難所において必要とされ

る物資等の調達、払出及び管 

理 

 ○ 

・避難所における避難者（在

宅避難者及び車中泊避難者を

含む）への物品の配布 

 ○ 

・関係省庁への物資調達要

請・物資拠点までの輸送調整 

○  

う 
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・避難所で使用する備品（エ

アコン、段ボールベッド、洗

濯機、冷蔵庫、仮設トイレ

等）のリース契約又は購入契

約 

○ ○ 

・トイレトレーラー等の災害

対応車両の受入調整 

○ ○ 

・災害時要配慮者の福祉避難

所への受入れのあっせん、調

整 

○ ○ 

・急病人・傷病人等の救急へ

の通報、対応状況の報告 

 ○ 

・避難所への避難後の体調不良

者への配慮（短期間でのホテ

ル、旅館等への受入調整） 

 ○ 

・入浴の機会の確保（公衆浴

場、銭湯、旅館、ホテル等の

活用） 

 ○ 

・避難所における被災者支援

制度等の周知 

 ○ 

・避難所と救護所との調整、

病院や福祉避難所へのあっせ

ん等 

○ ○ 

・ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等の災

害派遣チームの受入調整 

○ ○ 

・二次避難所としてのホテル

及び旅館等の確保及び対象避

難者の調整 

○ ○ 

 

２．応急仮設住宅の供与 

※特定非常災害等の大規模災害又は広域避難を要する災害時 

実施項目 県の

業務 

市町村の

業務 



福島県地域防災計画修正 新旧対照表（一般災害対策編） 別紙 

章-節  現行                       修正後                     修正理由 

70 

 

・応急仮設住宅の必要数の報

告 

 ○ 

・賃貸型応急住宅及び建設型

応急住宅の設置の決定 

○  

・応急仮設住宅に関する相談

窓口の設置 

 ○ 

・被災者への応急仮設住宅募

集の周知 

○ ○ 

・被災者への仮設住宅利用の

意向確認 

 ○ 

・コールセンターの開設が必

要と認められる場合の設置 

 ○ 

・入居要件の設定 ○  

・申込書・契約書のひな形の

作成 

○  

・入居者の生活再建に向けた

意向確認 

 ○ 

・退去管理 ○ ○ 

（１）賃貸型応急住宅 

 ・賃貸型応急住宅の家賃

基準額設定 

○  

・不動産事業者・関係団

体等への協力要請 

○  

・不動産事業者・関係団

体等との調整（契約方法、

契約条件等の決定） 

○  

・被災者からの申込受

付、審査及び入居決定 

 ○ 

・賃貸借契約、被災者及

び事業者への契約書送付 

 ○

※ 

○ 

・賃料、仲介定数料の支

払い 

  ○

※ 

○ 

・損害（火災）保険の契

約及び保険料の支払い 

○  
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（２）建設型応急住宅 

 ・戸数・建設地等の建設

に関する計画立案 

○ ○ 

・関係団体への資材の調

達・要員の確保の要請 

○  

・建設用地の決定 ○  

・建設用地確保に関する

支援 

 ○ 

・建設型応急住宅の建設

に係る設計及び契約、工事

監理 

○  

・被災者からの申込受

付、審査及び入居決定 

 ○ 

・損害（火災）保険の契

約 

○  

・建設型応急住宅の維持

管理 

○ ○ 

 

 

３．炊き出しその他による食品の給与 

実施項目 県の業務 市町村の業

務 

・被災者への食料の提供  ○ 

・（備蓄）食料・弁当の調達及

び払出、数量の管理 

 ○ 

・調理を行う場合の調理器具の

設置、準備 

 ○ 

・関係省庁への物資調達要請・

物資拠点までの輸送調整 

○  

・プロパンガスの燃料の確保 ○ ○ 

・アレルギー等の疾患者の把

握・原材料の情報提供 

 ○ 

・アレルギー等の疾患者への対

応食の提供 

○ ○ 
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・妊産婦や乳幼児への食事の提

供 

○ ○ 

 

４．飲料水の供給 

実施項目 県の業務 市町村の業

務 

・給水車の手配（受援体制確

保） 

 ○ 

・給水車派遣に係る調整 ○ ○ 

・応急給水の実施  ○ 

・給水箇所の整理・把握及び報

告 

○ ○ 

・給水量の集計  ○ 

・給水袋の備蓄  ○ 

・給水袋の不足分の調達 ○ ○ 

・給水袋の配布、配布数の管理  ○ 

 

５．被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

実施項目 県の業務 市町村の業

務 

・給与又は貸与品目の決定  ○ 

・（備蓄）物資の確保 ○ ○ 

・関係省庁への物資調達要

請・物資拠点までの輸送調整 

○  

・相談窓口の設置及び周知  ○ 

・申請様式作成  ○ 

・被災者からの申請受付・給

与（貸与）予定日の連絡 

 ○ 



福島県地域防災計画修正 新旧対照表（一般災害対策編） 別紙 

章-節  現行                       修正後                     修正理由 

73 

 

・購入事業者の決定及び事購

入事業者への支払 

 ○ 

・被災者への給与又は貸与  ○ 

・給与（貸与）品の管理及び

給与（貸与）数の管理 

 〇 

 

６．医療及び助産 

実施項目 県の業務 市町村の業

務 

・医療関係機関、助産関係機関

への応援要請 

○ ○ 

・県医療救護班の派遣調整、派

遣（医療調整本部での調整、市

町村医療救護班と県医療救護班

の調整、日本赤十字社救護班と

の調整を含む。） 

○ ○ 

・救護所の設置 ○ ○ 

・市町村医療救護班の編成、活

動 

 ○ 

 

７．被災者の救出  

実施項目 県の業務 市町村の業

務 

・自衛隊、緊急消防援助隊に

よる救出に係る派遣調整 

○ ○ 

・重機等の資機材による救出  ○ 

※消防、警察及び自衛隊による救出は、災害救助法の対象とは

ならない。 
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８．福祉サービスの提供 

実施項目 県の業務 市町村の業務 

・災害時要配慮者に関する情報

の把握 

○ ○ 

・災害時要配慮者からの相談対

応 

○ ○ 

・災害時要配慮者に対する避難

生活上の支援 

○ ○ 

・災害時要配慮者の避難所への

誘導 

○ ○ 

・ＤＷＡＴ等の受入調整 ○ ○ 

 

９．住宅の応急修理 

実施項目 県の業務 市町村の業務 

・住宅の応急修理に関する相談

窓口の設置 

 ○ 

・応急修理協定団体への応援要

請、事業者リストの提供 

○  

・応急修理にかかる実施要綱及

び様式の作成 

○  

・被災者からの申請受付及び審

査 

 ○ 

・対応事業者への業務内容の説

明 

 ○ 

・見積書の審査、事業者への発

注 

 ○ 

・工事完了報告書の審査、支払

い 

 ○ 

・「住宅の被害の拡大を防止する

ための緊急の修理」を実施する

ためのブルーシートや土のう等

の物資の確保 

○ ○ 

・ブルーシートや土のう等の配

布及び数量管理 

 ○ 
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１０．学用品の給与 

実施項目 県の業務 

（県立学

校・私立

学校） 

市町村の業務 

（市町村立学

校） 

・給与品目の決定 ○ ○ 

・申請様式の作成 ○ ○ 

・各学校等における周知、申請

受付、品目等の確認 

○ ○ 

・給与品の発注・配布 ○ ○ 

・購入事業者への支払い ○ ○ 

・給与品の管理及び数量管理 ○ ○ 

 

１１．埋葬 

実施項目 県の業務 市町村の業務 

・埋葬の実施（棺、埋葬又は火

葬、骨壺及び骨箱） 

 ○ 

・市町村で調達できない場合の

物資の調達 

○  

・火葬の広域調整 ○ ○ 

 

１２．死体の捜索 

実施項目 県の業務 市町村の業務 

・自衛隊、緊急消防援助隊によ

る捜索に係る派遣調整 

○ ○ 

・自主防災組織等の協力を得た

捜索、重機等の資機材による捜

索 

 ○ 

※消防、警察及び自衛隊による捜索は、災害救助法の対象とは

ならない。 

 

１３．死体の処理 

実施項目 県の業務 市町村の業務 
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・死体の洗浄、縫合及び消毒等

の処理、検案・身元確認（原

則、県及び市町村の医療救護班

による対応） 

○ ○ 

・死体の一時保存場所の調整 ○ ○ 

・死体の一時保存  ○ 

 

１４．障害物の除去 

実施項目 県の業務 市町村の業務 

・障害物の除去に関する相談窓

口の設置 

 ○ 

・障害物の除去に関する実施要

綱及び申請様式の作成 

○  

・被災者からの申請受付及び審

査 

 ○ 

・対応事業者への業務内容の説

明 

 ○ 

・事業者の選定、見積依頼、事

業者提出の見積書の確認 

 ○ 

・契約及び事業者への発注  ○ 

・完了報告書の受領、受注事業

者に対する支払 

 ○ 

 

4-1 

 

 

第２  災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

 １（略） 

 ２ 激甚災害に係る財政援助措置 

  （略） 

 （1）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

ア～ケ（略） 

コ 婦人保護施設災害復旧事 

第２  災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

 １（略） 

 ２ 激甚災害に係る財政援助措置 

（略） 

 （1）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

ア～ケ（略） 

コ 女性自立支援施設災害復旧事業 

 

 

 

 

 

 

激甚災害に対処するための特別の財

政援助等に関する法律（令和 6年 4

月 1日）による 
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5-1 

 

第１ 火山災害対策について 

２ 本県の火山の概況 

 （略） 

 全国には 111 の活火山があり、このうち、福島県内に影響を及

ぼす火山として、吾妻山、安達太良山、磐梯山、那須岳は、火山

調査研究推進本部が選定している「火山防災のために監視・観測

体制 の充実等が必要な火山」に該当し、火山災害警戒地域が指

定されており、仙台管区気象台及び気象庁が常時観測・監視して

いる。 

第１ 火山災害対策について 

２ 本県の火山の概況 

 （略） 

 全国には 111 の活火山があり、このうち、福島県内に影響を及

ぼす火山として、吾妻山、安達太良山、磐梯山、那須岳は、火山

調査研究推進本部が選定している「活動火山対策のために観測、

測量、調査及び研究の充実等が必要な火山」に該当し、火山災害

警戒地域が指定されており、仙台管区気象台及び気象庁が常時観

測・監視している。 

文部科学省火山調査研究推進本部第

１回政策委員会（令和 6年 4月 16

日）により再選定されたため 

 

 

 

 

 

 

5-2 第１ 本県の火山防災協議会 

 １（略） 

 ２ 噴火警戒レベルの運用 

 （一部略） 

  なお、登山者・入山者等への対応については噴火警戒レベル

表に示されるとおりであり、県（環境共生総室、道路総室）及

び市町村は噴火警報レベルに応じて立入規制等を行うものとす

る。 

第１ 本県の火山防災協議会 

 １（略） 

 ２ 噴火警戒レベルの運用 

 （一部略） 

なお、登山者・入山者等への対応については噴火警戒レベ

ル表に示されるとおりであり、県（環境共生総室、道路総室）及

び市町村は噴火警戒レベルに応じて立入規制等を行うものとす

る。 

誤字修正 

5-2 吾妻山の噴火警戒レベル表（噴火警戒レベル１の「住民等の行動

及び登山者・入山者等への対応」）状況に応じて火口内への立入

規制、特定地域の避難の準備等が必要。 

安達太良山の噴火警戒レベル表（噴火警戒レベル 1の「想定され

る現象等」） 

（略） 

【過去事例】1996 年９月：白色噴気 30m、沼ノ平中央部で泥が噴

出し直径 100m に飛散 2000 年２月：一時的に噴気が 300m まで上

がる。 

安達太良山の噴火警戒レベル表（噴火警戒レベル４の「想定され

る現象等」）・火口から概ね４km 以内の居住地域に大きな噴石が

飛散するような噴火の可能性（火砕流・火砕サージは居住地近く

まで）。 

（略） 

安達太良山の噴火警戒レベル表（噴火警戒レベル５の「想定され

る現象等」）・火口から概ね４km 以内の居住地域に大きな噴石が

飛散するような噴火が発生、あるいは切迫している（火砕流・火

吾妻山の噴火警戒レベル表（噴火警戒レベル１の「住民等の行動

及び登山者・入山者等への対応」）状況に応じて火口周辺への立

入規制、特定地域の避難の準備等が必要。 

安達太良山の噴火警戒レベル表（噴火警戒レベル 1の「想定され

る現象等」） 

（略） 

【過去事例】1996 年９月：噴気 30m、沼ノ平中央部で泥が噴出し

直径 100m に飛散 2000 年２月：一時的に噴気が 300m まで上が

る。 

安達太良山の噴火警戒レベル表（噴火警戒レベル４の「想定され

る現象等」）・火口から概ね４km 以内の居住地域に大きな噴石が

飛散するような噴火の可能性（火砕流・火砕サージは居住地域近

くまで）。 

（略） 

安達太良山の噴火警戒レベル表（噴火警戒レベル５の「想定され

る現象等」）・火口から概ね４km 以内の居住地域に大きな噴石が

飛散するような噴火が発生、あるいは切迫している（火砕流・火

表現の修正 

【参考資料】気象庁ホームページ.

「吾妻山の噴 火警戒レベル」 

https://www.data.jma.go.jp/vois/

data/filing/level/PDF/level_213.

pdf 

表記の修正【参考資料】気象庁ホー

ムページ.「安達太良山 の噴火警戒

レベル」 

https://www.data.jma.go.jp/vois/

data/filing/level/PDF/level_214.

pdf 

 

 

 

 

 

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/level/PDF/level_213.pdf
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/level/PDF/level_213.pdf
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/level/PDF/level_213.pdf
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/level/PDF/level_214.pdf
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/level/PDF/level_214.pdf
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/level/PDF/level_214.pdf
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砕サージは居住地近くまで）。 

（略） 

砕サージは居住地域近くまで）。 

（略） 

5-2 噴火警戒レベルが運用されていない火山（沼沢、燧ケ岳）の場合

（予報の「火山活動の状況」）火山活動は静穏。火山活動の状況

によって～（略 

噴火警戒レベルが運用されていない火山（沼沢、燧ケ岳）の場合

（予報の「火山活動の状態」）火山活動は静穏。火山活動の状況

によって～（略） 

表現の適正化 

 

5-2 吾妻山情報連絡系統図

 

吾妻山情報連絡系統図 

 

吾妻山防災協議会構成機関である置

賜森林管理署を追加 
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5-2 

 

第３ 防災対策の推進 

 (1) 福島地方気象台、山形地方気象台（吾妻山のみ）及び仙台

管区気象台は～（略） 

(2) 県（危機管理総室、環境共生総室、観光交流局、農林水産

部関係総室、河川港湾総室）、市町村及び防災関係機関は～

（略） 

ア  避難施設（退避舎、退避壕等）の整備 

イ  防災営農施設の整備 

ウ  降灰除去事業 

エ  治山治水事業 

オ  砂防事業 

カ  河川の水質汚濁防止措置 

キ  火山現象の調査、研究及びその成果の普及 

ク  市町村が行う事業等に対する必要な助言又は指導 

   （略） 

 (3) 県（知事公室、危機管理総室、情報統計総室）及び市町

村は、登山者や観光客等に対する携帯端末を活用した情報伝

達の充実を推進する。 

４ （新設） 

第３ 防災対策の推進 

１ 福島地方気象台、山形地方気象台（吾妻山のみ）及び仙台

管区気象台は～（略）。 

２ 県（危機管理総室、環境共生総室、観光交流局、農林水

産部関係総室、河川港湾総室）、市町村及び防災関係機関は

～（略） 

（1）  避難施設（退避舎、退避壕等）の整備 

（2）  防災営農施設の整備 

（3）  降灰除去事業 

（4）  治山治水事業 

（5）  砂防事業 

（6）  河川の水質汚濁防止措置 

（7）  火山現象の調査、研究及びその成果の普及 

（8）  市町村が行う事業等に対する必要な助言又は指導 

   （略） 

３ 県（知事公室、危機管理総室、情報統計総室）及び市町村

は、登山者や観光客等に対する携帯端末を活用した情報伝達 

の充実を推進する。 

４ 県（危機管理総室）、市町村及び防災関係機関は、大規模

噴火による降灰に伴う被害の軽減を図るため、住民の安全確

保対策など、広域に降り積もる火山灰への対策の推進に努め

るものとする。対策の策定に当たっては、可能な限り降灰域

内にとどまり自宅等で生活を確保することを基本としつつ、

状況によっては直ちに命の危険がある場合も想定して避難等

の行動をとる必要があることを考慮するものとする。 

 

 

 

 

 

附番の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正による 
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5-3 第１ 活動体制 

(1) 県の活動体制 

【火山災害対策に係る配備基準】 

配備区分 配備体制 配備時期 

事前配備 （略） （略） 

警戒配備 （略） （略） 

特別警戒

配備 

（略） １ 噴火警報（火口周辺）の発表に

より噴火警戒レベルが      

      ３（入山規制）に引

き上げられ、危機管理部長が必要

と認めたとき。 

２ 噴火警報（居住地域）の発表に

より噴火警戒レベルが４（高齢者

等避難）に引き上げられたとき。 

３ その他特に危機管理部長が必

要と認めたとき。 

特別警戒

本部体制 

（略） （略） 

災害対策

本部体制 

（略） １ 噴火警報（居住地域）の発表

により噴火警戒レベルが     

     ５（避難）に引き上

げられたとき。 

２ 火山災害が発生し、広域的な

応急対策が必要又は必要となる

と認められるとき。 

３ その他特に知事が必要と認め

たとき。 

（2）地方本部体制 

（略） 

 

第１ 活動体制 

１ 県の活動体制 

【火山災害対策に係る配備基準】 

配備区分 配備体制 配備時期 

事前配備 （略） （略） 

警戒配備 （略） （略） 

特別警戒

配備 

（略） １ 噴火警報（火口周辺）の発表に

より噴火警戒レベルが２（火口周

辺規制）又は３（入山規制）に引

き上げられ、危機管理部長が必要

と認めたとき。 

（削除） 

 

 

２ その他特に危機管理部長が必要

と認めたとき。  

特別警戒

本部体制 

（略） （略） 

災害対策

本部体制 

（略） １ 噴火警報（居住地域）の発表に

より噴火警戒レベルが４（高齢者

等避難）又は５（避難）に引き上

げられたとき。 

２ 火山災害が発生し、広域的な応

急対策が必要又は必要となると認

められるとき。 

３ その他特に知事が必要と認めた

とき。 

２ 地方本部体制 

（略） 

 

・配備基準の見直しによる 

（本年度実施した訓練の実施結果

を踏まえ、特別警戒配備を噴火警

戒レベル２、災害対策本部体制を

噴火警戒レベル４で設置すること

とする） 

・附番の適正化 
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（3）市町村の活動体制 

（略） 

（4）指定地方行政機関等の活動体制 

（略） 

３ 市町村の活動体制 

（略） 

４ 指定地方行政機関等の活動体制 

（略） 

 

 

 

 

 

5-3 第２ 噴火警報等の伝達 

１ 噴火警報等の種類 

（略） 

（1）噴火警報 

噴火警報は、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火

山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、    

 短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間

的猶予がほとんどない現象）の発生が予想される場合やそ

の危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に火山名、「警戒

が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表

されるもの。 

「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴

火警報（居住地域）」又は「噴火警報」、含まれない   

場合は「噴火警報（火口周辺）」又は「火口周辺警報」とし

て発表。 

  （略） 

（2）（略） 

（3）噴火速報 

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の

住民に、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を

守る行動を取ってもらうために発表。噴火速報は以下のよ

うな場合に発表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火

が発生した場合 

・噴火警報が発表されている常時観測 山において、噴火警

戒レベルの引き上げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する

規模の噴火が発生した場合（※） 

・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速や か

に伝える必要があると判断した場合。 

第２ 噴火警報等の伝達 

１ 噴火警報等の種類 

（略） 

（1）噴火警報 

噴火警報は、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火

山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生か

ら短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間

的猶予がほとんどない現象）の発生が予想される場合やそ

の危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に火山名、「警戒

が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表

されるもの。 

「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火

警報（居住地域）」又は「噴火警報」、火口周辺に限られる

場合は「噴火警報（火口周辺）」又は「火口周辺警報」とし

て発表。 

  （略） 

（2）（略） 

（3）噴火速報 

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の

住民に、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を

守る行動を取ってもらうために発表。噴火速報は以下のよ

うな場合に発表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火

が発生した場合 

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警

戒レベルの引き上げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する

規模の噴火が発生した場合（※） 

・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速や か

に伝える必要があると判断した場合  

気象庁 HP に掲載されている説明文

に併せて修正 

【参考資料】・気象庁ホームページ

「噴火警報・予報の説明」 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou

/know/kazan/volinfo.html 

・気象庁ホームページ.「噴火速報

の説明」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou

/know/kazan/funkasokuho/funkasok 

uho_toha.html 

・気象庁ホームページ「『火山の状

況に関する解説情報』の説明」 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou

/know/kazan/volinfokaisetsu/voli

nfokaisetsu.html#volkaisetsu2 

・気象庁ホームページ「火山ガス予

報の説明」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou

/know/kazan/volinfogass/volinfog

ass.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volinfo.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volinfo.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/funkasokuho/funkasok%20uho_toha.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/funkasokuho/funkasok%20uho_toha.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/funkasokuho/funkasok%20uho_toha.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volinfokaisetsu/volinfokaisetsu.html#volkaisetsu2
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volinfokaisetsu/volinfokaisetsu.html#volkaisetsu2
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volinfokaisetsu/volinfokaisetsu.html#volkaisetsu2
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volinfogass/volinfogass.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volinfogass/volinfogass.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volinfogass/volinfogass.html
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※噴火の規模が確認できない場合は発表する。なお、噴火の

発生を確認するにあたっては気象庁が監視に活用している

データだけでなく、関係機関からの通報等も活用する。 

（4）火山の状況に関する解説情報 

    噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していな

い、または、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡

大を行うような状況ではない時点で、その後の活動の推移

によっては噴火警報を発表し～（略） 

（5）（略） 

（6）火山ガス予報居住地域に長時間影響するような多量の火

山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可能

性のある地域を発表。 

（以下略） 

 

２ 伝達気象官署 

  気象庁及び仙台管区気象台は、噴火警報等を発表し、福

島地方気象台を通じて伝達される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※噴火の規模が確認できない場合は発表する。なお、噴火の

発生を確認するにあたっては気象庁が監視に活用している

データだけでなく、関係機関からの通報等も活用する。 

（4）火山の状況に関する解説情報 

現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していな

い、または、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡

大を行うような状況ではないが、今後の活動の推移によっ

ては噴火警報を発表し～（略） 

（5）（略） 

（6）火山ガス予報居住地域に長期間影響するような多量の火

山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可能

性のある地域を発表。 

（以下略） 

 

２ 伝達気象官署 

  気象庁及び仙台管区気象台は、噴火警報等を発表する。発

表した噴火警報等は、気象庁、仙台管区気象台又は福島地方

気象台が伝達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝達系統の変更を反映 
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３ 伝達系統 

伝達官署・火山 伝達先 

火山名 

吾
妻
山 

安
達
太
良
山 

磐
梯
山 

燧
ヶ
岳 

沼
沢 

那
須
岳 

福島地方気象台 

   

  福島県（危機管理総室） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  福島県警察本部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  福島海上保安部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福島森林管理署 ○ ○ － － － ○ 

  会津森林管理署 ○ ○ ○ ○ ○ － 

  東北地方整備局福島河川国道事務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

東北地方整備局郡山国道事務所 － － ○ － － － 

  北陸地方整備局阿賀川河川事務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  裏磐梯自然保護官事務所 ○ ○ ○ － － － 

  檜枝岐自然保護官事務所 － － － ○ － － 

  那須管理官事務所 － － － － － ○ 

  東北運輸局福島運輸支局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 国土地理院東北地方測量部 ○ ○ ○ ○ ○ － 

 陸上自衛隊第 44 普通科連隊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  新聞・ラジオ・テレビ報道機関 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  鉄道気象連絡会福島地方部会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

３ 伝達系統 

伝達官署・火山 伝達先 

火山名 

吾
妻
山 

安
達
太
良
山 

磐
梯
山 

燧
ヶ
岳 

沼
沢 

那
須
岳 

 気象庁、仙台管区気

象台又は福島地方気

象台 

   

  福島県（危機管理総室） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  福島県警察本部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  福島海上保安部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福島森林管理署 ○ ○ － － － ○ 

  会津森林管理署 ○ ○ ○ ○ ○ － 

  東北地方整備局福島河川国道事務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

東北地方整備局郡山国道事務所 － － ○ － － － 

  北陸地方整備局阿賀川河川事務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  裏磐梯自然保護官事務所 ○ ○ ○ － － － 

  檜枝岐自然保護官事務所 － － － ○ － － 

  那須管理官事務所 － － － － － ○ 

  東北運輸局福島運輸支局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 国土地理院東北地方測量部 ○ ○ ○ ○ ○ － 

 陸上自衛隊第 44 普通科連隊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  新聞・ラジオ・テレビ報道機関 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  鉄道気象連絡会福島地方部会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

伝達系統の変更を反映 
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噴火警報等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝達官署の修正 
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6-1 

 

 

第２ 過去の雪害被害 

（1）平成１３年大雪（平成１２年１２月１３日～平成１３年２

月２８日） 

（略） 

（2）平成１８年豪雪（平成１７年１２月１日～平成１８年３月

３１日） 

（略） 

（3）平成２２年１１月からの大雪等（平成２２年１１月１日平

成２３年３月７日） 

  （略） 

（4）平成２６年豪雪（平成２６年２月１４日～２月１６日）  

（略） 

５ （新設） 

第２ 過去の雪害被害 

１ 平成１３年大雪（平成１２年１２月１３日～平成１３年２

月２８日） 

（略） 

２ 平成１８年豪雪（平成１７年１２月１日～平成１８年３月

３１日） 

（略） 

３ 平成２２年１１月からの大雪等（平成２２年１１月１日平

成２３年３月７日） 

  （略） 

４ 平成２６年豪雪（平成２６年２月１４日～２月１６日）  

（略） 

５ 令和７年大雪（令和７年２月５日～２月７日） 

  ２月４日から２月９日にかけて強い冬型の気圧配置が続た

影響により、北日本から西日本にかけての地域では、日本海

側を中心に広い範囲で大雪や暴風雪となった。これにより福

島県では会津を中心に記録的な大雪となり、２月７日の日最

深積雪は、若松（特別地域気象観測所）では 121 センチ、金

山（地域気象観測所）では 235 センチとなり、いずれも統計

開始以来の極値を更新した。福島県内では死者５名、重傷者

２７名、軽症者４３名、住家半壊８棟、住家一部破損２３１

棟、床下浸水３棟、非住家公共建物１９棟、非住家その他１

６５棟の被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年度「今冬の雪による被害状

況等」による令和７年大雪被害の追

加 
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6-3 

 

 

第２  応急活動体制の整備 

１～２ （略） 

３ 県の支援体制 

(1)～(2) （略） 

（新設） 

第２  応急活動体制の整備 

１～２ （略） 

３ 県の支援体制 

(1)～(2) （略） 

(3) 災害救助法による屋根雪の除雪 

平年に比して積雪量が多く、若しくは短期間に集中的

な降雪があり、災害救助法を適用した場合においては、

県（災害対策本部被災者支援班）は、放置すれば倒壊す

るおそれのある住宅の屋根の雪下ろしや、住宅に出入り

するための敷地内の除雪等、自らの労力及び資力によっ

ては除雪を行うことが困難な者に対し、日常生活に最低

限必要な場所の除雪を行うものとする。費用及び実施期

間については、「第３章第 17 節第２ 障害物の除去」に

定めるところによる。 

令和７年２月４日からの大雪により

災害救助法を適用し、障害物の除去

として屋根雪の除雪を実施したため 

c 


